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障害のある人もない人も、 

すべての人が共に生きていくまちづくり 

基本理念 

【１】互いに尊重し合い、尊厳を持って暮らせるまちづくり 

【２】いきいきと自立した生活を送れるまちづくり 

【３】誰もが地域で安心して暮らせるまちづくり 

基本目標 



 

は じ め に 

  

我が国の障害保健福祉施策においては、障害のある人が、基本

的人権の享有主体である個人の尊厳にふさわしい日常生活又は社

会生活を営むことができるよう必要な支援を行うことにより、全

ての国民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会

の実現に寄与することを目指して、制度が整備されてきました。 

本市では、国や京都府の動向も踏まえて、令和３年３月に策定

した「福知山市障害者計画」、「第６期福知山市障害福祉計画」及

び「第２期福知山市障害児福祉計画」に基づき、「障害のある人も

ない人も、すべての人が共に生きていくまちづくり」を基本理念に、住み慣れた地域社会

のなかで、すべての人が互いに尊重し支え合い、いきいきと活動しながら共に生活してい

く社会の構築に努めてきたところです。 

また、平成 30年４月に施行しました「手話言語及び障害のある人の多様なコミュニケー

ション促進条例」により、障害や障害のある人の理解促進や多様なコミュニケーション手

段への理解の普及に努めてまいりました。 

今回策定しました「福知山市障害者計画」、「第７期福知山市障害福祉計画」及び「第３

期福知山市障害児福祉計画」では、障害や障害のある人についての理解を深め、障害のあ

る人の社会参加を促進し、地域の中でいきいきと豊かに暮らしていけるよう、様々な施策

を展開することとしており、障害のある人もない人も全ての市民が、互いに人格と個性を

尊重し合うことのできる「共に幸せを生きる」社会の実現を推進してまいります。 

 今後も、市民の皆様、関係機関及び事業者の皆様と連携・協働を図りながら、共生社会

の実現に向けて、障害保健福祉施策に取り組んでまいります。本計画の推進に一層の御理

解と御協力をお願い申し上げます。 

 終わりになりましたが、本計画の策定にあたり、貴重な御意見をいただきました市民の

皆様をはじめ、福知山市障害者計画策定委員の皆様、関係機関や関係者の皆様に心から感

謝を申し上げます。 

 

令和６年３月 

 

福知山市長  大橋 一夫  
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障害の表記について 

「障害」の表記については、漢字表記、ひらがな表記などがあり、それぞれさまざまな考え方が

あります。 

本市における「障害」の表記は「障害」とし、「障害者」は、法定の表記を用いなければならない

場合や慣用的に障害者を含む熟語として用いられる場合を除いて「障害のある人」と表現すること

としています。 
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第１章 計画の概要 

１ 計画策定の趣旨 

障害のある人の人権の保護について、国際社会の中では、昭和 50（1975）年に障害者の権利に

関する宣言の採択や昭和 56（1981）年を国際障害者年と定め昭和 58（1983）年から平成４（1992）

年を国連障害者の十年とし、障害者に関する世界行動計画を策定するなど様々な取り組みが行わ

れてきました。その後、平成 18（2006）年には障害のある人に関する初めての国際条約である障

害者の権利に関する条約が国際連合総会で採択されました。この条約は、障害のある人の人権及

び基本的自由の享有を確保し、障害のある人固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障

害のある人の無差別、平等、社会の包容等を原則に政治的権利、教育、健康、労働、雇用に関す

る権利、社会的な保障、文化的な生活、スポーツへの参加、国際協力、締約国による報告など幅

広い分野で障害のある人の権利の実現のための措置等について規定されています。 

我が国においては、平成 19（2007）年にこの条約に署名し、条約の趣旨に沿った障害者施策を

推進するため、平成 23（2011）年には障害者基本法の改正、平成 24（2012）年には障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号。以下「障害者総合

支援法」という。）の制定、平成 25（2013）年には、障害を理由とする差別解消の推進に関する

法律（平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。）」、障害者の雇用の促進等に

関する法律（昭和 35年法律第 123号。以下「障害者雇用促進法」という。）の改正など法律の整

備と制度改革を行い、平成 26（2014）年に条約に批准しています。 

そして、障害者基本法に基づいて策定される計画が障害者計画、障害者総合支援法に基づいて策

定される計画が障害福祉計画及び児童福祉法に基づいて策定される計画が障害児福祉計画です。 

また、令和４(2022)年５月には、障害のある人による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係

る施策を総合的に推進することを目的として、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通

に係る施策の推進に関する法律（令和４年法律第 50 号。以下「障害者情報アクセシビリティ・

コミュニケーション施策推進法」という。）が制定されました。 

さらに令和３(2021)年には障害者差別解消法が一部改正され、事業者による障害のある人への

合理的配慮(※)の提供が努力義務から義務となり、令和６(2024)年４月から施行されます。 

このように、障害者施策に関わる諸制度は、毎年充実が図られ、障害のある人を取り巻く状況

も変化しています。 

本市において、福知山市障害者計画、第６期福知山市障害福祉計画、第２期福知山市障害児福

祉計は、それぞれの計画の期間が令和５(2023)年度で終了することから、新たな国の指針等に基

づき、本市における障害のある人等の状況を踏まえ、新たな目標やサービス見込み量を設定した

計画を策定し、計画的に施策を推進することで、障害のある人が地域の中で自立し、安心して充

実した生活を送ることができる社会の実現に向けて取組を進めていきます。 
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２ 計画の位置づけ 

（１）法的な位置づけ 

福知山市障害者計画は、障害者基本法第 11 条第３項に基づく「市町村障害者基本計画」とし

て策定し、本市における障害者施策全般にかかわる基本理念や基本目標等を定めた計画です。 

第７期福知山市障害福祉計画は、障害者総合支援法第 88 条第１項に基づく「市町村障害福祉

計画」に相当し、障害福祉サービス及び相談支援などの提供体制の確保に関する事項を定めた計

画です。 

第３期福知山市障害児福祉計画は、児童福祉法第 33条の 20第 1項に基づく「市町村障害児福

祉計画」に相当し、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に関する事項を定めて

います。 

 

■障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画の概要 

 障害者計画 障害福祉計画 障害児福祉計画 

法的根拠 障害者基本法 障害者総合支援法 児童福祉法 

市町村の策定義務 義務 義務 義務 

計画の期間 規定なし ３年間 ３年間 

計画の性格 障害者施策全般にわ

たる基本的な事項を

定める 

障害者福祉サービス

に関する目標及び見

込みを設定 

障害児福祉サービス

に関する目標及び見

込みを設定 

 

福知山市障害者計画 第７期福知山市障害福祉計画 第３期福知山市障害児福祉計画の関係性 

  
各計画の主な役割と記載事項 

の基本的な考え方（共通事項） 
福知山市障害者計画 

・障害児・者福祉施策の方向性（基本理念）、施策目標（基本目標）の設定 

・施策の方針ごとの具体的な取組と、その方向性・方策の設定 

地域生活移行や一般就労移行の支援策、障害福祉サービス・地域生活支援事業によ

る生活支援のあり方等を提示 

第７期福知山市障害福祉計画 

地域生活移行や一般就労移行の数値目

標、障害福祉サービス・地域生活支援

事業の見込み量に関する事項を設定 

第３期福知山市障害児福祉計画 

地域支援体制の構築、医療的ニーズへ

の対応、障害児通所支援等の量の見込

みとその確保についての事項を設定 

相互

連携 
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（２）市の計画における位置づけ 

これら３つの計画（以下、本計画という。）は、市政運営の総合的な指針である「まちづくり構

想 福知山」の分野別計画として位置付けられます。また、「福知山市手話言語及び障害のある人

の多様なコミュニケーション促進条例」、福祉分野の上位計画である福知山市地域福祉計画や他

の関係する福祉関連の計画及び国の法律、京都府の計画等との整合性を保つものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「まちづくり構想 福知山」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福知山市障害者計画 

第７期福知山市障害福祉計画、第３期福知山市障害児福祉計画 
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福知山市高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画） 

福知山市子ども・子育て支援事業計画 

福知山市健康増進計画 

福知山市自殺対策計画 

福知山市地域防災計画 

【 国 】障害者基本法、障害者基本計画、障害者総合支援法、児童福祉法 

【京都府】京都府障害者基本計画、京都府障害福祉計画、京都府障害児福祉計画、京都府福祉のまちづくり条例 

京都府障害のある人もない人もともに安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例 
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３ 計画の期間 

「福知山市障害者計画」は、令和６(2024)年度から令和８(2026)年度までの３年間を計画期間

とします。 

「第７期福知山市障害福祉計画」及び「第３期福知山市障害児福祉計画」は、国の基本指針に

おいて計画期間を「３年を１期」として定められていることから、令和６(2024)年度から令和８

(2026)年度までの３年間を計画期間とします。 

また、計画期間内における制度改正や社会情勢の変化などにより、必要な場合は適宜計画の見

直しを行うこととします。 

 

■本計画の法的な位置づけと計画期間 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 計画期間 

障害者基本法   
  

３年 

障害者総合支援法   
  

３年 

児童福祉法 
 

  
 

３年 

 

 

４ 計画の対象 

本計画における「障害のある人」とは、障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者

保健福祉手帳）のあるなしにかかわらず、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機

能障害、難病その他の心身の機能の障害がある人など、日常生活や社会生活で支援を必要とする

全ての人を対象とします。 

  

障害者計画 

第７期障害福祉計画 

第３期障害児福祉計画 

次期計画 

次期計画 

次期計画 



 

 5 

５ 計画の策定体制等 

（１）障害のある人の生活と福祉に関する調査の実施 

【調査の概要】障害のある人の現状や障害福祉サービス等の利用意向などを把握し、計画策定

の基礎資料を得るため「障害のある人の生活と福祉に関する調査」（以下「 市民

アンケート調査 」）を実施しました。 

 

調査名 障害のある人の生活と福祉に関する調査 

調査対象 
市内在住の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を 

持つ人 

調査期間 令和４(2022)年 12 月３日～12 月 23 日 

調査方法 郵送による配布・回収（WEB 回答あり） 

回収状況 配布数 1,500 人 回収数 768 人 回収率 51.2％ 

 

（２）障害者計画策定に係る法人・事業所調査の実施 

【調査の概要】市内で障害福祉サービス、地域生活支援事業及び障害児通所支援等を実施して

いる事業所及び設置主体（法人）を対象に、障害福祉サービス等に関するニーズ

や事業所の体制等を把握するため、「障害者計画策定に係る法人・事業所調査」

（以下「法人・事業所アンケート調査」）を実施しました。 

 

調査名 障害者計画策定に係る法人・事業所調査 

調査対象 
市内にある障害福祉サービス等を提供している事業所及び設置主体（法

人） 

調査期間 令和４(2022)年 12 月 20 日～令和５(2023)年１月 13日 

調査方法 電子データによる配布・回収 

回収状況 

配布数 設置主体（法人） 26か所  事業所 65か所 

回収数 設置主体（法人） 22か所  事業所 44か所 

回収率 設置主体（法人） 84.6％ 事業所 67.7％ 
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（３）障害者団体へのヒアリング調査の実施 

【調査の概要】障害者団体に対して、令和４年度に実施した「障害のある人の生活と福祉に

関する調査」の結果を踏まえて、市の障害福祉施策に対する意見や課題等を把

握するため「障害者団体へのヒアリング調査」（以下「ヒアリング調査」）を実

施しました。 

 

調査対象 

（順不同） 

○福知山市身体障害者団体連合会 

（聴覚障害者協会・視覚障害者協会・肢体障害者協会・ 

内部障害者協会・難聴協会） 

○福知山障害児（者）親の会 

○福知山市精神障害者家族会「あおば会」 

○福知山ＡＳ（エーエス）の会 

○中丹高次脳機能障害者と家族の会「さくら」 

調査方法 各団体の役員等に意見聴取を行いました。 

調査期間 令和５(2023)年５月 

 

（４）福知山市障害者計画策定委員会での審議 

本計画の策定に当たり、障害のある人やその家族及び各関係機関で構成する「福知山市地域自

立支援協議会」の委員に、学識経験者や公募による委員を加えた 28 人で構成する「福知山市障

害者計画策定委員会」を開催し、意見聴取や計画案の検討などを踏まえた上で計画策定を行いま

した。 

 

（５）パブリックコメントの実施 

本計画に幅広く市民の意見を反映するために、計画案の内容等を広く公表し、意見を求めるパ

ブリックコメントを実施しました。実施期間は令和５(2023)年 12月 25日から令和６(2024)年 

１月 26日までで、寄せられた意見を踏まえて最終的な計画案の取りまとめを行いました。 

[実施概要] 

実施方法 市役所での閲覧や市のホームページに掲載し意見を募集しました 

実施期間 令和５年 12 月 25 日から令和６年１月 26 日まで 

実施結果 ３人 10 件 
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第２章 本市の障害者福祉をめぐる現状 

１ 障害者手帳所持者の状況 

（１）障害者手帳所持者の状況 

障害者手帳所持者数 （上段：人、下段：構成比） 

 18 歳未満 18～65 歳未満 65 歳以上 計 

身体障害者手帳所持者 
62 651 2,576 3,289 

1.9% 19.8% 78.3% 100.0% 

療育手帳所持者 
161 540 102 803 

20.0% 67.2% 12.7% 100.0% 

精神障害者保健福祉手帳所持者 
17 433 103 553 

3.1% 78.3% 18.6% 100.0% 

資料:福知山市障害者福祉課(令和５(2023)年４月１日現在) 

本市の障害者手帳所持者は、令和５(2023)年４月１日現在、身体障害者手帳所持者 3,289 人、

療育手帳所持者 803人、精神障害者保健福祉手帳所持者 553人です。 

 

（２）身体障害者手帳所持者の状況 

①年齢階層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者は、令和５(2023)年は 3,289人で、平成 30(2018)年以降、毎年減少し

ています。 

年齢階層別にみると「18 歳未満」は平成 31(2019)年から 60 人前後で推移しており、「18歳

以上」は減少傾向にあります。  

資料:福知山市障害者福祉課(各年４月１日現在) 
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②等級別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者を等級別にみると、「４級」が最も多く、令和５(2023)年は 1,018 人

で 30.9％を占めています。また、１級、２級を合わせた重度の障害のある人は、1,287人で全

体の 39.1％となっています。 

 

 

③障害種別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害種別にみると、「肢体不自由」が最も多く、令和５(2023)年は 1,700 人で全体の 51.7％

を占めています。障害種別の割合に大きな変化はありません。 

  

資料:福知山市障害者福祉課(各年４月１日現在) 

資料:福知山市障害者福祉課(各年４月１日現在) 

重度 

軽度 
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（３）療育手帳所持者の状況 

①年齢階層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

療育手帳所持者は、令和５(2023)年は 803人で、平成 30(2018)年の 733人から 70人(9.5％)

増加しています。 

年齢階層別にみると、18歳以上の人数が増加傾向にあります。 

 

②判定別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

療育手帳所持者を判定別にみると、「Ｂ判定」がやや多く、令和５(2023)年は 459人(57.2％)

となっています。また、「Ａ判定」は、平成 30(2018)年から令和５(2023)年にかけて、32 人

(10.2％)増加しています。 

  

資料:福知山市障害者福祉課(各年４月１日現在) 

資料:福知山市障害者福祉課(各年４月１日現在) 

重度 

軽度 
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（４）重症心身障害のある人の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※重症心身障害のある人とは、身体障害者手帳１級又は２級かつ療育手帳Ａ判定の人をいう。 

 

重症心身障害のある人は、令和５(2023)年は 72人となっています。年齢階層別にみると、「18

歳未満」は平成 30(2018)年から減少傾向、「18 歳以上」は令和３(2021)年から 60 人以上で推移

しています。 

 

（５）精神障害者保健福祉手帳所持者等の状況 

①年齢階層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、令和５(2023)年は 553人で、令和４（2022）年より 66人

増加しています。 

年齢階層別にみると、令和５(2023)年は 18歳以上が 536人で、96.9％を占めています。 

  

資料:福知山市障害者福祉課(各年４月１日現在) 

資料:福知山市障害者福祉課(各年４月１日現在) 
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※平成 31 (2019) 年分までは手帳の有効期限が過ぎた者が含まれていたが、令和２(2020)年分より除

外した。 

 

等級別にみると「３級」が多く、令和５(2023)年は 288人(52.1％)となっています。 

 

③自立支援医療（精神通院医療）受給者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自立支援医療費の受給者数は、令和５(2023)年４月１日現在 880人で、微増傾向です。 
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資料:福知山市障害者福祉課(各年４月１日現在) 

資料:福知山市障害者福祉課(各年４月１日現在) 

重度 

軽度 



 

 12 

（６）障害支援区分認定者の状況 

①認定者数の推移 

■障害支援区分認定者の状況 （人） 

区分 平成 30 年 平成 31 年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

身体障害のある人 180 170 170 163 164 169 

知的障害のある人 304 304 318 325 333 338 

精神障害のある人 72 67 73 77 81 83 

計（実人数） 457 445 460 468 477 484 

 

※重複があるため、３障害の合計は計(実人数)とは一致しない。 

障害支援区分認定者は、令和５(2023)年は 484人で、身体障害のある人 169人、知的障害の

ある人 338人、精神障害のある人 83人となっており、増加傾向にあります。 

 

②認定区分別人数の内訳 

■障害支援区分認定者の内訳 （人） 

 身体障害の 

ある人 

知的障害の 

ある人 

精神障害の 

ある人 
計（実人数） 

区分 6 93 151 8 187 

区分 5 39 74 7 97 

区分 4 18 66 13 90 

区分 3 16 27 29 64 

区分 2 2 19 26 44 

区分 1 1 1 0 2 

計 169 338 83 484 

 

区分別の人数をみると、身体障害のある人及び知的障害のある人は、必要とされる支援の度

合いが高い区分６、精神障害のある人は区分３がそれぞれ最も多くなっています。 

 

 

  

重度 

軽度 

資料：福知山市障害者福祉課(各年４月１日現在) 

資料：福知山市障害者福祉課(各年４月１日現在) 
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                資料：京都府中丹西保健所保健課（各年４月１日現在） 

令和５年(2023)年の小児慢性特定疾病受給者証所持者数は 94 人、特定医療費受給者証所持者

数は 577人です。 
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２ 就学・就労等の状況 

（１）保育所・幼稚園・認定こども園等の状況 

■保育所等の障害のある子どもの在籍状況 （人） 

  令和３年 令和４年 令和５年 

保育所 

（公立・私立） 

在籍児数 1,372 1,215 1,231 

障害のある子どもの数 30 30 32 

加配職員数 27 28 29 

 

■幼稚園の障害のある子どもの在籍状況 （人） 

  令和３年 令和４年 令和５年 

幼稚園 

（公立・私立） 

在籍児数 404 373 364 

障害のある子どもの数 12 15 12 

加配職員数 9 10 10 

 

■認定こども園の障害のある子どもの在籍状況 （人） 

  令和３年 令和４年 令和５年 

認定こども園 

（１号認定） 

（3～5 歳、教育認定） 

在籍児数 55 72 75 

障害のある子どもの数 0 0 0 

加配職員数 0 0 0 

認定こども園 

（2・3 号認定） 

（0～5 歳、保育認定） 

在籍児数 845 974 944 

障害のある子どもの数 11 15 17 

加配職員数 10 8 10 

 

※認定こども園(※)は令和２年度より市内に開設（保育所からの移行） 

■地域型保育事業の障害のある子どもの在籍状況 （人） 

  令和３年 令和４年 令和５年 

地域型保育事業(※) 

在籍児数 86 90 101 

障害のある子どもの数 1 0 0 

加配職員数 1 0 0 

 

障害のある子ども（１対１の加配が必要と判断された児童）の在籍状況は、令和５(2023)年は、

保育所 32人(４月１日現在)、幼稚園 12人(５月１日現在)、認定こども園 17人（４月１日現在）

となっています。   

資料:福知山市子ども政策室(各年４月１日現在) 

資料:福知山市子ども政策室(各年４月１日現在) 

資料:福知山市子ども政策室(各年４月１日現在) 

資料:福知山市子ども政策室(各年４月１日現在) 
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（２）特別支援学級等の状況 

■特別支援学級の状況 

 

 

 

 （人） 

 令和３年 令和４年 令和５年 

知的障害学級 

小学校 
学級数 16 17 16 

児童数 60 66 77 

中学校 
学級数 7 8 8 

生徒数 33 35 33 

自閉症・情緒障害学級 

小学校 
学級数 10 9 11 

児童数 29 27 35 

中学校 
学級数 6 6 6 

生徒数 15 19 23 

視覚障害学級 

小学校 
学級数 1 0 1 

児童数 1 0 1 

中学校 
学級数 0 1 1 

生徒数 0 1 1 

肢体不自由学級 

小学校 
学級数 1 1 1 

児童数 1 1 1 

中学校 
学級数 0 0 0 

生徒数 0 0 0 

病弱学級 

小学校 
学級数 0 1 1 

児童数 0 1 1 

中学校 
学級数 0 0 0 

生徒数 0 0 0 

通級指導教室 

小学校 
学級数 12 13 15 

児童数 261 274 260 

中学校 
学級数 4 4 4 

生徒数 52 68 80 
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資料：福知山市教育委員会学校教育課（特別支援学級等実態調査結果 各年５月１日現在) 
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■放課後等児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の状況    (人) 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

特別支援学級在籍児童による利用数 27 38 40 

特別支援学級の在籍児童数は増加しています。それに伴い、特別支援学級在籍児童による放課

後等児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の利用数も増加しています。 

 

（３）特別支援学校の在籍・進路状況 

■盲・聾・特別支援学校の状況（福知山市分のみ） （人） 

 幼稚部 小学部 中学部 高等部 合計 

京都府立中丹支援学校 － 38 27 49 114 

京都府立盲学校 0 0 0 0 0 

京都府立聾学校 0 0 1 1 2 

京都府立聾学校舞鶴分校 1 0 0 0 1 

 

 

■特別支援学校の卒業後の進路 （人） 

 卒業生徒数 進学 一般就労 
障害福祉 

サービス 

在宅・ 

その他 

令和 2 年度 

（令和 3 年 3 月卒業） 
13 0 2 7 4 

令和 3 年度 

（令和 4 年 3 月卒業） 
23 0 5 10 8 

令和 4 年度 

（令和 5 年 3 月卒業） 
27 0 9 8 10 

 

 

令和５(2023)年の特別支援学校の在籍状況は、上記のとおりです。 

卒業後の進路について、令和４(2022)年度は「一般就労」が増えています。 

 

 

  

資料：京都府立中丹支援学校、京都府立盲学校、京都府立聾学校（舞鶴分校含む）（令和５年５月１日現在) 

資料：京都府立中丹支援学校（令和５年５月１日現在) 
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（４）求職・就職の状況 

■ハローワーク福知山管内（福知山所、綾部所の合計） （人） 

区分 
新規求職申込件数 就職件数 

身体 知的 精神 その他 計 身体 知的 精神 その他 計 

平成 30 年度 49 43 73 23 188 36 34 51 11 132 

平成 31 年度 67 65 79 26 237 37 30 59 28 154 

令和 2 年度 66 31 75 25 197 36 19 53 21 129 

令和 3 年度 58 43 63 21 185 31 25 60 8 124 

令和 4 年度 55 52 59 12 178 28 33 51 9 121 

合計 295 234 349 107 985 168 141 274 77 660 

 

ハローワーク福知山管内の、障害のある人の求職・就職の状況をみると、いずれも令和２(2020)

年度以降、減少傾向にあります。 

 

（５）行政機関における雇用状況 

■行政機関の障害者雇用状況 

 算定基礎職員数 

（A) 

障害のある人の数 

（B) 

実雇用率 

(B/A)×100％ 

福知山市(※) 1,048 人 35.0 人 3.34% 

京都府（知事部局） 4,918 人 128.0 人 2.60% 

 

※短時間勤務職員は、0.5人に換算するため、人数に小数点が生じる場合がある。 

福知山市教育委員会及び福知山市上下水道部は特例認定を受けている。 

 

行政機関における障害のある人の雇用状況をみると、国、地方公共団体等の法定雇用率 2.6％

に対して、令和４(2022)年６月１日時点で京都府の雇用率は 2.6％、本市は 3.34％と上回ってい

ます。 

  

資料：ハローワーク労働市場年報（厚生労働省京都労働局職業安定部作成） 

資料：京都労働局発表資料（令和４年 6月 1日現在） 
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３ 市民アンケート調査結果からみた現状 

（１）差別や偏見について 

問 28 差別をされたり偏見を感じたこと 

 

※重複があるため、３障害の合計は全体とは一致しない。 

 

障害があることで、差別をされたり偏見を感じたことについて、「ある」と回答した人は、全体

の 28.4％です。障害種別にみると、身体障害手帳所持者(21.4％)と比べて、療育手帳所持者

(33.9％)、精神障害者保健福祉手帳所持者(40.7％)では、割合が高くなっています。 

 

問 28-1 差別や偏見を感じた場面（※複数回答可） 

 

差別や偏見を感じた場面としては、「就職・仕事」が 43.6％で最も多く、次いで「隣近所など

地域の人との関係」(33.0％)、「幼稚園・保育園・認定こども園・学校」(29.4％)となっています。  
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33.6%

44.2%

19.6%

23.5%

31.8%

27.4%

39.2%

32.7%
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7.1%

7.3%

3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=768)

身体障害者手帳

所持者(N=453)

療育手帳所持者

(N=245)

精神障害者保健

福祉手帳所持者

(N=162)

１．ある ２．ない ３．わからない 無回答

43.6%

33.0%

29.4%

22.5%

20.2%

16.5%

3.7%

16.5%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就職・仕事

隣近所など地域の人との関係

幼稚園・保育園・認定こども園・学校

友人との関係

家族や親族との関係

結婚・恋愛

介護者との関係

その他

無回答
N=218
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問 27 障害のある人に対する差別や偏見に関する状況 

 

 

「改善されていない」（「あまり改善されていない」と「ほとんど改善されていない」を合わせ

たもの）は 25.3％、「改善されている」（「かなり改善されている」と「ある程度改善されている」

を合わせたもの）は 30.9％で、令和２年度調査より、令和５年度調査では改善がみられると回答

した人の数が増えました。 

 

  

30.9%

17.3%

25.3%

26.5%

12.0%

15.2%

25.9%

31.1%

6.0%

9.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

(Ｒ５)

(N=768)

前回調査

(Ｒ２)

(N=698)

かなり改善されている

・ある程度改善されている

あまり改善されていない

・ほとんど改善されていない

どちらともいえない わからない 無回答
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（２）コミュニケーション(意思疎通)について 

問 11 コミュニケーション(意思疎通)が困難と思うこと 

 

※重複があるため、３障害の合計は全体とは一致しない。 

 

コミュニケーションの困難さを感じることについては、全体では 39.7％の人が「ある」と回答

しています。特に療育手帳所持者と精神障害者保健福祉手帳所持者では、５割を超えています。 

 

問 12 コミュニケーション(意思疎通)で希望する支援（※複数回答可） 

 

また、コミュニケーションに関して希望する支援としては、「イラストでの説明」が 19.8％で

最も多く、次いで「文字による表示」(13.8％)、「ひらがな表記・ふりがな」(12.2％)などとなっ

ています。  

39.7%

29.8%

54.3%

51.2%

53.6%

62.7%

40.0%

45.1%

6.6%

7.5%

5.7%

3.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=768)

身体障害者手帳

所持者(N=453)

療育手帳所持者

(N=245)

精神障害者保健

福祉手帳所持者

(N=162)

１．ある ２．ない 無回答

19.8%

13.8%

12.2%

9.1%

6.1%

5.2%

4.4%

3.1%

2.7%

1.4%

3.9%

32.8%

24.7%

0% 10% 20% 30% 40%

イラストでの説明

文字による表示

ひらがな表記・ふりがな

拡大文字

要約筆記

音訳・音声案内

口話

ヒアリングループ

手話通訳

点字

その他

わからない

無回答
N=768
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（３）生活支援について 

問６ 主な介護者 

 

主な介助者としては、「同居の家族・親族」が 43.8％で特に多く、次いで「施設・病院の職員」

(10.3％)となっています。 

また、介助者を「必要としない」の割合は 30.9％となっています。 

 

問７ 相談先（※複数回答可） 

 

相談先としても「家族・親族」が 75.8％で特に多く、次いで「医療機関」(24.5％)となってい

ます。  

43.8%

10.3%

5.1%

3.8%

1.2%

0.0%

0.9%

30.9%

4.2%

0% 20% 40% 60%

同居の家族・親族

施設・病院の職員

別居の家族・親族

ホームヘルパー

友人・知人・近所の人

ボランティア

その他

必要としない

無回答 N=768

75.8%

24.5%

18.8%

15.0%

10.0%

8.9%

7.3%

6.8%

5.3%

4.8%

3.9%

2.9%

2.2%

2.1%

3.1%

3.8%

2.2%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族・親族

医療機関

日ごろ利用している施設・事業所

友人・知人

市役所、保健所

ケアマネジャー

相談支援事業所

同じ障害のある人

職場の上司や同僚

学校や幼稚園・保育園・認定こども園

地域包括支援センター

身体・知的・精神障害者相談員

民生委員・児童委員や自治会長

社会福祉協議会

相談する人がいない

その他

相談するところがわからない

無回答
N=768
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問 24-1 障害福祉サービス等利用時の希望（※複数回答可） 

 

障害福祉サービス等を利用する際の希望としては、「必要な時にすぐに利用できる」が 50.2％

で最も多く、次いで「利用者負担額が少ない」(45.5％)となっています。 

 

問 29 希望する暮らし方 

 

希望する暮らし方としては、「家族などと暮らしたい」が 59.8％で特に多く、次いで「ひとり

で暮らしたい」(15.1％)となっています。 

  

50.2%

45.5%

32.5%

29.9%

28.6%

26.0%

26.0%

22.5%

2.2%

14.7%

3.9%

0% 20% 40% 60%

必要な時にすぐに利用できる

利用者負担額が少ない

サービス利用の手続きがスムーズにできる

他の利用者と仲良くできる

利用できる事業所が多い

サービスや内容に関する情報が得やすい

利用できる回数や時間数が多い

相談する窓口がわかりやすい

その他

特に困っていることはない

無回答 N=231

59.8%

15.1%

7.4%

3.4%

0.5%

4.7%

9.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族などと暮らしたい

ひとりで暮らしたい

共同生活ができる施設（グループホームなど）

で暮らしたい

施設に入所したい

病院に入院したい

その他

無回答 N=768
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問 30 自宅や地域で生活するために必要なこと（※複数回答可） 

 

自宅や地域で生活するために必要なこととしては、「住む家があること」が 71.1％で特に多く、

次いで「相談する人がいること」(44.9％)、「仕事をすること」(39.6％)となっています。 

 

  

71.1%

44.9%

39.6%

34.2%

32.0%

27.1%

24.0%

22.4%

22.3%

17.4%

13.5%

9.4%

9.1%

2.0%

7.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住む家があること

相談する人がいること

仕事をすること

家族の受入れがあること

理解してくれる友人などがいること

自宅以外にも落ちついて

過ごせる場所があること

地域の受入れがあること

夜間・休日の緊急時の支援が受けられること

余暇活動ができること

自宅で訪問診療や訪問看護の医療的ケアが

受けられること

保証人がいなくてもアパートを借りることが

できること（公的保証人制度など）

自治会のきまりがわかること

地域での役割を果たすことができること

その他

無回答 N=768
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（４）保育や教育について 

問 22 保育や教育について今後必要なこと（※３つまで回答可） 

 

保育や教育について今後必要なこととしては、「周囲の児童・生徒や保護者の障害に対する理

解」が 42.8％で最も多く、次いで「障害の特性に応じた配慮」(39.3％)、「障害のある児童・生

徒と障害のない児童・生徒がともに学べる環境整備」(38.5％)となっています。 

 

  

42.8%

39.3%

38.5%

33.6%

31.6%

29.0%

28.8%

27.6%

19.4%

19.0%

18.2%

1.8%

10.2%

17.2%

0% 20% 40% 60%

周囲の児童・生徒や保護者の障害に対する理解

障害の特性に応じた配慮

障害のある児童・生徒と障害のない

児童・生徒がともに学べる環境整備

自立して働けるような力をつける進路指導

障害のある人の家族支援や支援情報の充実

障害のある人が利用できる施設整備

障害のある人の家族が悩みを話したり、

交流したりする場

安全に通園や通学ができること

障害のない児童・生徒とのふれあい

休日などに活動できる仲間や施設

放課後や長期休暇中に利用できる

福祉サービスの充実

その他

特にない

無回答 N=768
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（５）就労について 

問 19-1 現在の就労時の支援先（※複数回答可） 

 

現在の仕事についたときの支援先としては、「ハローワーク」が 29.9％と特に多く、次いで「家

族」(10.7％)、「障害者就業・生活支援センターわかば」(10.3％)となっています。一方、「どこ

（誰）の支援も受けていない」も３割近くを占めています。 

 

問 20-1 今後の日中の過ごし方（「現在とは異なる過ごし方をしたい」と回答した方のみ） 

              （※複数回答可） 

 

今後の日中の過ごし方（「現在とは異なる過ごし方をしたい」と回答した方のみ）として、「正

規職員として働きたい」と「正規職員以外（アルバイト、パート、契約、派遣、日雇い等）とし

て働きたい)」がそれぞれ３割を超えています。  

29.9%

10.7%

10.3%

8.4%

6.5%

6.5%

3.7%

10.3%

29.4%

6.5%

0% 20% 40% 60%

ハローワーク

家族

障害者就業・生活支援センターわかば

学校

北京都ジョブパーク

友人・知人

就労移行支援、就労継続支援を行う事業所等

その他

どこ（誰）の支援も受けていない

無回答 N=214

36.1%

34.5%

21.0%

16.0%

6.7%

5.9%

4.2%

3.4%

2.5%

1.7%

14.3%

0.0%

0% 20% 40% 60%

正規職員以外（アルバイト、パート、契約、

派遣、日雇い等）として働きたい

正規職員として働きたい

障害のある人のための通所サービス

を利用したい

家庭内で過ごしたい

病院や介護保険の通所サービスなど上記以外の

サービスを利用したい

自営業をしたい（家の仕事を手伝いたい）

障害のある子どものための通所施設に通いたい

放課後児童クラブに通いたい

幼稚園・保育園・認定こども園・学校

に通いたい

家庭で家事・育児・介護をしたい

その他

無回答 N=119
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問 21 必要な就労支援（※複数回答可） 

 

障害のある人に必要な就労支援としては、「職場での障害についての理解」が 56.0％と最も多

く、次いで「障害のある人を雇用する企業を増やすこと」(39.5％)となっています。 

 

  

56.0%

39.5%

31.0%

30.5%

26.8%

25.5%

22.3%

21.5%

20.6%

19.5%

18.2%

2.9%

19.1%

0% 20% 40% 60%

職場での障害についての理解

障害のある人を雇用する企業を増やすこと

通勤手段の確保

就労後に、障害のある人が働きやすいよう援助

を行う人（支援機関）がいてくれること

職場で介助や援助、相談などが受けられること

短時間勤務や勤務日数等の配慮

事前に職場体験ができること

家でも仕事ができるようにすること

働くために必要なことが学べる場所

勤務場所におけるバリアフリーなどの配慮

仕事についての職場外での相談、支援

その他

無回答 N=768
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（６）外出について 

問９ 外出時に困ること（※複数回答可） 

全体(N＝768) 身体(N＝453) 療育(N＝245) 精神(N＝162) 

交通費がかかる 21.4％ 体力に自信がな

い 

23.8％ 困ったときにど

うすればいいの

か心配 

27.8％ 交通費がかかる 32.1％ 

困ったときにど

うすればいいの

か心配 

20.2％ 交通費がかかる 17.2％ 外出先でのコミ

ュニケーション

がとりづらい 

22.0％ 困ったときにど

うすればいいの

か心配 

29.6％ 

体力に自信がな

い 

19.8％ 障害のある人に

むけた設備が十

分ではない 

15.2％ 交通費がかかる 21.2％ 発作など突然の

身体などの変化

が心配 

24.7％ 

交通手段がない 15.4％ 困ったときにど

うすればいいの

か心配 

14.3％ 交通手段がない 20.0％ 人の目が気にな

る 

24.1％ 

外出先でのコミ

ュニケーション

がとりづらい 

13.4％ 交通手段がない 13.7％ 周りの人に手助

けを頼みにくい 

15.9％ 体力に自信がな

い 

23.5％ 

※身体＝身体障害者手帳所持者、療育＝療育手帳所持者、精神＝精神障害者保健福祉手帳所持者 

 

外出時に困ることとしては、全体では多い順に「交通費がかかる」「困ったときにどうすればい

いのか心配」「体力に自信がない」「交通手段がない」などとなっています。 

身体障害者手帳所持者は、「体力に自信がない」が最も多く、次いで「交通費がかかる」「障害

のある人に向けた設備が十分でない」などとなっています。 

療育手帳所持者は、「困ったときにどうすればいいのか心配」が最も多く、次が「外出先でのコ

ミュニケーションがとりづらい」です。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「交通費がかかる」が最も多く、次が「困ったときにどうす

ればいいのか心配」となっています。 
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（７）権利擁護について 

問 26 必要になったときの希望する金銭管理の対応先 

 

今後必要になったときに、希望する金銭管理の対応先としては「家族」が 56.8％で特に多く、

次いで「自分」(17.2％)となっています。一方、「福祉サービス利用援助事業や成年後見制度など

の公的制度の利用」は 4.7％となっています。 

 

  

56.8%

17.2%

4.7%

4.3%

0.5%

7.6%

1.3%

7.7%

0% 20% 40% 60%

家族

自分

福祉サービス利用援助事業や成年後見制度な

どの公的制度の利用

施設の職員

友人・知人

わからない

その他

無回答
N=768
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（８）災害時の対応について 

問 16 地域における災害時の備え（※３つまで回答可） 

 

地域における災害時の備えとしては、「日ごろからのあいさつ、声かけやつきあい」が 44.9％

で最も多く、次いで「危険箇所を知ること」(36.5％)、「地域における支援体制づくり」(27.3％)

となっています。 

 

  

44.9%

36.5%

27.3%

18.0%

15.9%

14.5%

11.1%

7.6%

2.1%

10.9%

0% 20% 40% 60%

日ごろからのあいさつ、声かけやつきあい

危険箇所を知ること

地域における支援体制づくり

要配慮者向けの避難施設（車椅子対応トイレ

や乳幼児対応設備があるなど）を知ること

地域での防災訓練・防災学習会への参加

地域の要配慮者を知ること

要配慮者へ情報を伝える方法を知ること

災害ボランティアを育てること

その他

無回答
N=768
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問 18 地域の防災訓練の参加状況 

 

地域の防災訓練などへの参加について、18 歳以上の市民から 2,000 人を無作為抽出して実施

した地域福祉計画市民意識調査結果（令和４年９月実施）は「参加している」と「都合が合えば

参加している」を合わせた「参加している」が 55.4％となっていますが、障害者手帳所持者を対

象とした市民アンケート調査結果は 32.9％と 23ポイント程度低くなっています。 

 

  

13.8%

27.4%

19.1%

28.0%

29.7%

21.4%

22.4%

14.9%

7.3%

4.9%

7.7%

3.3%

市民アンケート調査結果

(N=768)

地域福祉計画市民意識調査結果

(N=971)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

参加している 都合が合えば

参加している

防災訓練の実施は

知っているが

参加していない

防災訓練の実施を

知らない

防災訓練は

行われていない

無回答
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４ 法人・事業所アンケート調査結果からみた現状 

（１）運営上の課題について（※複数回答可） 

 

法人や事業所の運営上の課題としては、いずれも「人材の確保・定着」が最も多く、次が「人

材の育成」であり、サービスを担う「人材」の問題が特に大きいことがわかります。 

  

40.9%

77.3%

68.2%

22.7%

36.4%

18.2%

22.7%

54.5%

4.5%

13.6%

22.7%

13.6%

22.7%

18.2%

13.6%

36.4%

22.7%

4.5%

0.0%

36.6%

58.5%

56.1%

17.1%

17.1%

12.2%

26.8%

31.7%

2.4%

12.2%

22.0%

14.6%

24.4%

31.7%

9.8%

19.5%

12.2%

4.9%

12.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

障害のある人本人のニーズの把握

人材の確保・定着

人材の育成

職員の労働環境の改善

職員の研修制度の充実、研修受講機会の保障

医療的ケアの必要な方の受け入れ

利用者との関係づくり

報酬体系・報酬額の低さ

障害支援区分による利用制限

受け入れの際の利用者情報の不足

利用希望に対する調整

施設入所やグループホーム入居希望への対応

関係機関とのネットワークづくりや情報交換の場

の確保

困難事例への対応

サービス等利用計画作成までの業務の効率性

施設整備費の確保

近隣住民との関係づくり

その他

無回答
法人(N＝22)

事業者(N＝41)
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（２）地域生活に必要な条件（事業所回答）（※３つまで回答可） 

 

障害のある人が地域で生活するための条件としては、「介助者の確保」と「グループホーム等住

まいの整備」が 43.9％で最も多く、次が「交通手段の確保」と「相談相手や相談機関の充実」

(41.5％)、「地域住民の障害や障害のある人への理解」(39.0％)となっています。 

 

  

43.9%

43.9%

41.5%

41.5%

39.0%

31.7%

31.7%

31.7%

24.4%

17.1%

17.1%

14.6%

12.2%

12.2%

9.8%

9.8%

7.3%

7.3%

4.9%

2.4%

2.4%

7.3%

0% 20% 40% 60%

介助者の確保

グループホーム等住まいの整備

交通手段の確保

相談相手や相談機関の充実

地域住民の障害や障害のある人への理解

家族の負担軽減

経済的負担の軽減

障害福祉サービスの充実

職場における障害や障害のある人への理解

多様なコミュニケーション支援の充実

仕事の確保

生活費の管理

生活費の確保

外出しやすい生活環境

障害児通所支援の充実

住宅の賃貸契約に伴う保証等の支援

医療体制の整備

地域住民との交流の場

外泊訓練・体験場所の確保

住宅のバリアフリー化

その他

無回答

N=41
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（３）就労のための必要な支援（事業所回答）（※３つまで回答可） 

 

障害のある人が働くための必要な支援としては、「職場までの交通手段の充実」が 61.0％で最も

多く、次いで「経営者や職場の同僚などの障害のある人に対する理解」(46.3％)となっています。 

 

（４）医療や介護（介護保険・高齢者サービス）との連携（事業所回答） 

（※３つまで回答可） 

 

医療や介護（介護保険・高齢者サービス）との連携に必要なこととしては、「家族の支援を受け

ることが難しい人に対する支援体制の強化・関係機関の役割の明確化」が 78.0％で最も多く、次

いで「障害福祉サービスから介護保険サービスへのスムーズな移行」(58.5％)、「医療的ケアが必

要な人への支援体制の強化」(53.7％)となっています。  

61.0%

46.3%

39.0%

39.0%

39.0%

36.6%

26.8%

4.9%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

職場までの交通手段の充実

経営者や職場の同僚などの障害のある人に

対する理解

企業や団体などによる障害のある人の

積極的雇用

仕事をするための訓練や講習などの充実

就労や仕事に関する情報提供や相談体制の充実

障害のある人が仕事をするうえでの支援者

(ジョブコーチ)の配置、増加

在宅で仕事ができるような仕組みの整備

その他

無回答 N=41

78.0%

58.5%

53.7%

46.3%

36.6%

12.2%

2.4%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族の支援を受けることが難しい人に対する

支援体制の強化・関係機関の役割の明確化

障害福祉サービスから介護保険サービスへの

スムーズな移行

医療的ケアが必要な人への支援体制の強化

障害福祉サービスから介護保険サービスへ

移行した際の経済的負担の軽減

医療機関との情報共有

障害のある人の歯科口腔保健の充実

その他

無回答 N=41
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５ 障害者団体へのヒアリング調査からみた現状 

令和４年度に実施した「障害のある人の生活と福祉に関する調査」で満足度の低かった項目に

ついて障害者団体へヒアリング調査を実施しました。  

（１）障害のある人への理解について 

・個々の障害の特性を含めた当事者自身のことを知ってもらうことで、周りの人から声もかけて

もらいやすいため、地域の行事や学校の行事に積極的に参加することが必要である。 

・障害があることで他人へ迷惑をかけると考えると社会参加を躊躇する。 

・障害には種別や程度などさまざまな状態があることを理解する人がもっと増えてほしい。 

・見た目にわからない障害のある人は、表に出さないが、いろんなことで悩んでいる。 

・障害というだけで怖いという偏見を無くしたい。 

・障害のある人の家族は、親亡き後の生活全般の見通しがつかず不安がある。 

（２）コミュニケーション（意思疎通）について 

・気持ちなどを言葉で表現できないため、コミュニケーションマーク（感情などをイラストで表

現したもの）の活用や文章は簡単でわかりやすい表現を使うことが必要である。 

・視覚や聴覚の障害のある人が受け取りやすいコミュニケ―ションツールを利用することが必要

である。 

・手話通訳者(※)不足が心配である。 

・様々な方法でコミュニケーションをとろうとすることが大事である。 

・障害の特性によっては特定の人としかコミュニケーションをとることができないことを知って

欲しい。 

（３）保育・教育について 

・障害のある子どもの教育の場では、家庭（保護者）と学校が情報共有し共通した支援が大切で

ある。 

・学校教育の段階から障害について理解することが必要である。 

（４）就労について 

・障害の特性に合った業種、業務内容が選択できるわかりやすい求人票になれば良い。 

・働く場が限られ賃金も低いため将来のことが心配である。 

（５）防災について 

・避難訓練では、事前のシミュレーションや車椅子の避難用具の準備、全介助やコミュニケーシ

ョンが取れない人など集団ではなく個別対応の想定も必要である。 

・福祉避難所(※)や障害のある人の避難の方法、障害の特性について広報等で周知が必要である。 

・緊急時に駅、スーパー、コンビニ等でも、現在の様子や注意報・警報の情報を発信して欲しい。 

・防災訓練には声掛けがないと参加しにくく、障害のある人が参加していいのか遠慮している。 

・障害の特性により、集団の中に入ることや環境が変化することで落ち着いて過ごせるか心配で

ある。また、避難所で周りへの迷惑を考えると避難するより自宅にいたほうが良いかと思う。  
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６ 障害者計画の取組状況 

（１）啓発・理解の促進 

➀障害や障害のある人に対する理解啓発の促進 

・広報ふくちやまへの人権週間特集号及びシリーズ人権に障害のある人に関する記事掲載 

・地域公民館や学校単位の人権講演会や研修会、あいサポーター研修を実施 

・市役所において理解啓発展示コーナーの設置、小中学校へチラシ又はポスターの配布 

②「あいサポート運動」の推進 

・市民向け、企業・団体等向けのあいサポーター研修の実施 

・あいサポ―ト企業等認定 

③「オレンジのまちづくり（オレンジ運動）」の推進 

・図書館中央館での啓発展示 

④福祉教育の推進 

・地域公民館では、障害のある人の人権をテーマに講座を実施 

・サマースクール「楽しくふくし＆ボランティア体験」の実施 

⑤交流活動の促進 

・ふれあい大運動会、ふれあい福祉フェスタの開催 

（２）「福知山市手話言語及び障害のある人の多様なコミュニケーション促進条例」 

に基づく施策の推進 

➀手話言語(※)及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段への理解の普及 

・親子手話教室・親子点字体験会等の実施 

・障害についての理解啓発人材バンクの実施 

・手話言語の国際デーの啓発 

②わかりやすい情報の提供 

・音声による行政情報の提供 

・イラストによる意思疎通として、広域避難所へのコミュニケーション支援ボードを作成 

③コミュニケーション支援の充実 

・意思疎通支援事業による手話通訳者、要約筆記者(※)の派遣 

・奉仕員養成講座（手話・要約筆記・点訳）、朗読ボランティア養成講座を実施、朗読ボランテ

ィアサークルの支援 

（３）自立生活の支援の推進 

➀相談支援体制の充実 

・令和５(2023)年４月１日福知山市障害者基幹相談支援センター（以下、「基幹相談支援セン

ター」）設置(※) 

・重層的支援体制の整備により、多機関連携による支援の充実 

②障害福祉サービス等の充実 

・相談支援事業所連絡協議会などによる情報共有 

・福知山市民間社会福祉施設連絡協議会による介護福祉人材養成センター事業の実施 

③障害福祉を支える人材の確保・定着の支援 

・新しい人材の発掘と定着を目的に介護人材定着支援金制度を実施 

・高等学校、大学、専門学校等への情報発信、福祉職場就職フェアの開催 
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④当事者や家族の交流活動の促進 

・地域生活支援事業（自発的活動支援事業）において、障害のある当事者が相談員として相談

活動や交流会等を実施 

・補助金制度による障害者団体の活動支援 

⑤ボランティア活動の促進 

・ボランティアルームの運営（市民交流プラザふくちやま内） 

・当事者活動や幅広い分野へのボランティア派遣（社協がコーディネート） 

⑥地域生活支援拠点の充実 

・居住に関する支援が必要なケースでは、関係機関の連携と住宅情報の提供 

（４）障害のある子どもの支援の充実 

➀就学前療育・保育の充実 

・「のびのび福知っ子就学前発達支援事業」の実施(※) 

・年中児発達支援サポート事業の振り返り及び支援体制の検証会議の実施 

・保育所、幼稚園、認定こども園においては、保育士、教諭の加配を適切に実施 

②学齢期の障害のある子どもへの支援の充実 

・通級指導や特別支援学級の「自立活動」の時間、小集団活動などでソーシャルスキルトレー

ニング（以下「ＳＳＴ」）(※)を実施 

・個々の教育ニーズに応じた教育課程を設定し、特別支援学級入級児童生徒の個別の指導計画・

支援計画・アセスメント票を作成 

③一貫した支援体制の充実 

・発達クリニックの専門医と連携した体制づくり 

（５）障害のある人の就労支援 

➀就労支援に関する情報の提供 

・広報ふくちやまにおいて障害者雇用の特集記事の掲載 

・京都ジョブパークやハローワークの企業セミナーや就職セミナーなどで訓練等の紹介 

②就労支援体制の充実 

・障害者雇用 1000 人のまちプロジェクト会議で関係機関の情報を共有し、各関係機関がそれ

ぞれで行う障害者雇用促進の取組を一連の取組として実施 

③障害者雇用の推進 

・セミナー等での就労準備 

・合同就職面接会の開催 

・1000人のまちプロジェクト会議で京都ジョブパーク、ハローワークと連携し企業セミナーを

実施 

④福祉的就労の支援 

・市のイベント開催時や市内の商業施設で施設等の「ほっとはあと製品」の販売会を実施 

⑤福祉施設から一般就労への移行促進 

・就労支援を行う事業所を中心に障害のある方の就労支援を実施 

（６）文化・芸術やスポーツ活動等の推進 

➀社会参加への支援 

・創作教室、歩行訓練講座、体験事業の実施 

・ヒアリングループの設置施設及び移動型ループの貸し出し・利用について周知 
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②文化・芸術活動への支援 

・市役所１階にて介護・障害福祉サービス事業所、当事者団体等の作品の展示 

・ふれあい福祉フェスタにおいて、障害のある人の作品を展示 

③スポーツ、レクリエーション活動への支援 

・地域生活支援事業（社会参加促進事業）でスポーツの講習会を実施 

（７）保健・医療の推進 

➀健康づくり、疾病予防の推進 

・健（検）診が集団健診と個別健診のいずれかで選択でき、Web申込みもできる体制を整備 

②障害者医療､リハビリテーション医療の充実 

・京都府北部リハビリテーション支援センターでは理学療法士、保健師による相談の実施 

③精神保健福祉・難病に対する支援 

・地域支援コーディネーターが、それぞれの地域における住民同士の支え合いの仕組みづくり

を広げる取組を実施 

・福知山城ライトアップや市 LINEによる情報発信等、普及啓発 

（８）安全・安心な生活環境の整備 

➀バリアフリー(※)のまちづくりの推進 

・「京都府福祉のまちづくり条例」等により、公共施設等のバリアフリー整備 

・京都おもいやり駐車場利用証の交付 

②外出時の支援の充実 

・福祉有償運送(※)実施団体に対し補助金交付による支援 

・障害者安心お出かけサポート事業の実施 

③防犯対策等の推進 

・障害者手帳の交付時に対象となる聴覚障害のある方や発語が困難な方、その他対象となる方

には消防緊急通信指令システムの啓発 

・高齢者や自治会、施設管理者、勤務医等を対象に防犯講習を実施 

④権利擁護の推進、虐待の防止 

・福知山市権利擁護ネットワーク会議に新たに「成年後見制度利用促進施策検討部会」を設置 

⑤障害を理由とする差別の解消と合理的配慮の推進 

・意思表示があれば「障害を理由とする差別の解消の推進に関する福知山市職員対応要領」に

基づき、各課において合理的配慮の提供 

（９）防災対策の推進 

➀地域における防災体制及び避難誘導体制の確立 

・令和５(2023)年９月末時点で 113自治会において地域の防災訓練を実施 

・同意の得られた避難行動要支援者の名簿を自治会長や民生児童委員等に提供 

②防災に関するわかりやすい情報の提供 

・福知山市総合防災ハザードマップ(※)の音訳版を作成し、市ホームページへの掲載及びＣＤ

配布 

・令和３(2021)年度から防災アプリ「福知山防災」の運用を開始 

③避難時の支援 

・福祉避難所を旧市町単位に 1か所ずつ設け、備蓄物資整備計画に基づき整備 
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７ 第６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画の実績 

（１）成果目標の状況 

➀福祉施設から地域生活への移行 

項 目 
令和元年度末

時点の実績 

令和５年度末 

目標値 実績値見込み 

①施設入所者数 98人(A) 96 人(B1) 103 人(B2) 

②施設入所者削減数 

(削減率 ②/①) 

 ２人(A)－(B1) 

(2.0％)(A)－(B1)/(A) 

▲５人(A)－(B2) 

(▲5.1％)(A－B2)/(A) 

③地域生活移行者数 

(移行率 ③/①) 

 ６人(C1) 

(6.1％) (C1)/ (A) 

０人(C2) 

(0.0％) (C2)/ (A) 

施設入所者数は、目標値の 96 人に対して見込みは 103 人で、目標を下回りました。削減数

は、目標値の２人（2.0％）に対して見込みは▲５人（▲5.1％)で、目標を下回りました。 

また、施設を退所し地域生活に移行した人数は、目標値の６人（6.1％）に対し見込みは０人

（移行率 0.0％）で、人数は目標を下回りました。 

 

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステム 

 内 容 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績見込み 

保健、医療及び福祉関係者による

協議の場の開催回数 
1回 0回 3回 12 回 3回 12回 

保健、医療及び福祉関係者による

協議の場への関係者の参加者数 
20人 ― 20 人 11 人 20 人 11人 

保健、医療及び福祉関係者による

協議の場における目標設定及び評

価の実施回数 

1回 ― １回 2 回 1回 2回 

精神障害のある人の地域移行支援 1人分 0人分 １人分 0人分 １人分 0人分 

精神障害のある人の地域定着支援 1人分 0人分 １人分 0人分 １人分 0人分 

精神障害のある人の共同生活援助 11 人分 18人分 13人分 19人分 15人分 23人分 

精神障害のある人の自立生活援助 1人分 0人分 １人分 0人分 １人分 0人分 

市町村ごとの保健、医療及び福祉関係者による協議の場として、令和４年度から重層的支援

体制整備事業に取り組んでおり、「開催回数」「目標設定及び評価の実施回数」は目標を上回り

ました。しかし、構成メンバーの調整により「参加者数」は目標を下回りました。 

現に利用している精神障害のある人の「共同生活援助」は目標を達成していますが、「地域移

行支援」「地域定着支援」「自立生活援助」は目標を下回りました。 
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③地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

 内 容 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績見込 

地域生活支援拠点等を市内に設置 未設置 未設置 未設置 未設置 設置 設置 

運用状況の検証・検討の回数 ０回 ０回 ０回 ０回 １回 ０回 

地域生活支援拠点等を令和５(2023)年度末に設置予定です。 

 

④福祉施設から一般就労への移行等 

 内 容 
令和５年度 

目標 実績見込 

一般就労移行者数 ８人 １人 

内 

訳 

福祉施設からの就労移行者数（就労移行支援） ２人 ０人 

福祉施設からの就労移行者数（就労継続支援Ａ型） ４人 １人 

福祉施設からの就労移行者数（就労継続支援Ｂ型） ２人 ０人 

 

内 容 
令和５年度末 

目標 実績見込 

令和５年度に就労移行支援事業等を通じて一般就労に

移行すると見込まれる者（Ａ） 
８人 １人 

就労移行者のうち就労定着支援事業の利用者数（Ｂ） ６人 １人 

（Ｂ）/（Ａ） 75％ 100％ 

就労定着支援事業所数 ２か所 １か所 

就労定着率８割以上の事業所数(割合) ２か所(100%) ０か所 

一般就労移行者数は、目標８人に対して、実績は１人でした。 

就労移行支援事業利用者数は、目標６人に対して、実績１人で、目標を下回りました。 

就労移行支援事業所数は、目標２事業所に対して実績１事業所、就労移行率８割以上の事業

所は、目標２事業所に対して０事業所となっています。 
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⑤障害のある子どもへの支援の提供体制の整備等 

内 容 
令和５年度末 

目標 実績見込 

児童発達支援センターの設置数 
１か所 

（平成 25 年度に設置） 
１か所 

児童発達支援センターによる保育所等訪問支援の実施 
実施 

（平成 25年度より開始） 
実施 

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の

整備 
圏域内に１か所設置 設置 

主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス

の整備 
圏域内に１か所設置 設置 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 
設置 

（令和 2 年度に設置） 
設置 

児童発達支援センターは、既に１か所設置されており、また、保育所等訪問支援についても

実施している事業所があります。 

主に重症心身障害のある子どもを支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス

事業所を設置しています。 

保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置して

います。 

 

⑥相談支援体制の充実・強化等 

 内 容 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績見込 

基幹相談支援センターの設置 

（総合的・専門的な相談支援） 
無 無 無 無 有 有 

地域の

相談支

援体制

の強化 

地域の相談支援事業者に

対する訪問等による専門

的な指導・助言件数 

－ － － － ６件 58件 

地域の相談支援事業者の

人材育成の支援件数 
－ － － － ６件 １件 

地域の相談機関との連携

強化の取組の実施回数 
－ － － － 20 回 15回 

令和５(2023)年度には基幹相談支援センターを設置し、「地域の相談支援事業者に対する訪

問等による専門的な指導・助言件数」は目標を達成しています。「地域の相談支援事業者の人材

育成の支援件数」と「地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数」は目標を下回りました。 
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⑦障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

 内 容 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績見込 

障害福祉サービス等に係る各種研

修の活用 

＊京都府が実施する障害福祉サービ

ス等に係る研修その他の研修への市

職員参加人数 

有 有 有 有 有 有 

２人 ５人 ２人 ３人 ２人 ４人 

障害者自立支援審査支払等システ

ムによる審査結果の共有 

＊障害者自立支援審査支払等システ

ム等による審査結果を分析してその

結果を活用し、事業所や関係自治体と

共有する体制の有無及び実施回数 

無 無 有 無 有 無 

- - １回 ０回 １回 ０回 

障害福祉サービス等に係る各種研修の活用は実施され、目標を達成しています。障害者自立

支援審査支払等システムによる審査結果の共有は未実施です。 
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（２）障害福祉サービスの利用状況 

➀訪問系サービス 

サービス 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績見込 

居宅介護 
時間/月 1,692 1,161 1,727 1,153 1,763 1,166 

人/月 95 88 97 94 99 102 

重度訪問介護 
時間/月 213 65 255 55 255 128 

人/月 5 2 6 2 6 3 

同行援護 
時間/月 364 134 382 365 400 328 

人/月 20 15 21 16 22 18 

行動援護 
時間/月 578 258 611 303 644 400 

人/月 35 16 37 29 39 35 

重度障害者等包括支援 
時間/月 0 0 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 0 0 

＊時間/月：月当たりのサービス提供時間（各年度３月分） 

人/月：月当たりの実利用人数（各年度３月分） 

居宅介護は、利用者数は増加していますが、利用時間数は計画値を下回りました。 

重度訪問介護は、利用時間数と利用者数とも計画値を下回りました。 

同行援護は、利用時間数と利用者数とも計画値を下回りました。 

行動援護は、利用時間数と利用者数とも計画値を下回りました。 

重度障害者等包括支援は、本サービスを実施する事業所が福知山市内にないため、利用実績

はありませんでした。 
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②日中活動系サービス 

サービス 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績見込 

生活介護 
人日/月 4,825 4,806 4,908 5,067 4,992 5,247 

人/月 232 223 236 234 240 246 

自立訓練（機能訓練） 
人日/月 23 0 23 0 23 0 

人/月 1 0 1 0 1 0 

自立訓練（生活訓練） 
人日/月 23 2 23 31 23 0 

人/月 1 1 1 1 1 0 

就労移行支援 
人日/月 88 68 110 61 132 69 

人/月 4 4 5 3 6 4 

就労継続支援（Ａ型） 
人日/月 931 821 1,026 969 1,121 886 

人/月 49 45 54 50 59 47 

就労継続支援（Ｂ型） 
人日/月 3,400 3,555 3,449 3,571 3,499 3,893 

人/月 206 195 209 198 212 211 

療養介護 人/月 14 14 14 15 14 14 

短期入所 
人日/月 211 267 219 319 227 320 

人/月 51 23 53 41 55 49 

就労定着支援 人/月 3 0 5 0 7 1 

＊人日/月：月当たりの延べ利用日数（各年度３月分） 

人/月：月当たりの実利用人数（各年度３月分） 

生活介護は、利用者数・利用日数ともほぼ計画値に近い値となりました。 

自立訓練（機能訓練）は利用を見込みましたが、利用がありませんでした。 

自立訓練（生活訓練）の利用者数は計画値通りとなりましたが、利用日数は令和４(2022)年

度から計画値を上回りました。 

就労移行支援は、利用者数・利用日数とも、計画値を下回りました。 

就労継続支援Ａ型は、利用者数・利用日数とも令和４(2022)年度までほぼ計画値に近い値と

なりました。 

就労継続支援Ｂ型の利用日数は計画値を上回り、毎年度増加しました。 

療養介護については、計画で見込んだとおりの利用状況となりました。 

短期入所は、令和３(2021)年度及び令和４（2022）年度の利用日数が計画値を上回りました。 

就労定着支援は、令和３(2021)年度及び令和４(2022)年度について利用がありませんでした。 
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③居住系サービス 

サービス 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績見込 

共同生活援助 人/月 96 94 97 97 98 106 

施設入所支援 人/月 98 104 97 103 96 103 

自立生活援助 人/月 1 0 1 0 1 0 

＊人/月：月当たりの実利用人数（各年度３月分） 

共同生活援助の利用者数は、令和５(2023)年度は計画値を上回る見込みです。 

施設入所支援は、計画値を上回りました。 

自立生活援助は、利用を見込みましたが、利用はありませんでした。 

 

④相談支援  

サービス 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績見込 

計画相談支援 人/月 85 65 95 99 105 72 

地域移行支援 人/月 1 0 1 0 1 0 

地域定着支援 人/月 1 0 1 0 1 0 

＊人/月：12か月平均の実利用人数 

計画相談支援の利用者数は、令和４(2022)年度のみ計画値を上回っていますが、令和５

(2023)年度は計画値内に収まる予定です。 

地域移行支援及び地域定着支援は、利用を見込みましたが、利用はありませんでした。 
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（３）地域生活支援事業の利用状況 

➀必須事業 

サービス 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績見込 

障害者相談支援事業 委託数 5 5 5 5 5 5 

基幹相談支援センター 設置 無 無 無 無 有 有 

基幹相談支援センター等機能強化

事業 
実施 無 有 無 有 有 有 

住宅入居等支援事業 実施 有 有 有 有 有 有 

成年後見制度利用支援事業 件/年 1 1 1 2 1 2 

成年後見制度法人後見支援事業 実施 有 有 有 有 有 有 

意思疎通支援事業（手話通訳者・

要約筆記者派遣） 
件/年 333 251 366 182 403 219 

意思疎通支援事業（手話通訳者設

置） 
人/年 1 1 2 0 2 0 

手話奉仕員養成研修事業(※) 人/年 28 22 30 25 32 29 

移動支援事業(※) 人/年 40 33 40 29 40 27 

地域活動支援センター等機能強化

事業※ 

か所 1 1 1 1 1 1 

人/年 27 30 30 32 33 18 

＊手話：年間修了者数、移動支援：年間実利用人数、地域活動：年間実利用人数 

 

障害者相談支援事業は、市内の５か所の相談支援事業所(※)に委託し実施しています。 

令和５(2023)年４月に基幹相談支援センターを設置しました。 

成年後見制度利用支援事業は、計画値を上回りました。 

意思疎通支援事業（手話通訳者・要約筆記者派遣）は、計画値を大きく下回りました。 

意思疎通支援事業（手話通訳者の設置）は、令和４(2022)年度から設置できませんでした。 

手話奉仕員養成研修事業の修了者数は、計画値を下回りました。 

移動支援事業の利用者数は、計画値を下回りました。 

地域活動支援センター事業の利用者数は、令和４(2022)年度まで計画値を上回りました。 
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■日常生活用具給付事業 

サービス 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績見込 

①介護・訓練支援用具 件/年 2 1 2 3 2 0 

②自立生活支援用具 件/年 8 9 8 6 8 2 

③在宅療養等支援用具 件/年 15 14 15 6 15 2 

④情報・意思疎通支援用具 件/年 20 11 20 17 20 5 

⑤排泄管理支援用具 件/年 1,868 2,093 1,818 2,096 1,818 2,272 

⑥居宅生活動作補助用具 
（住宅改修費） 

件/年 3 4 3 0 3 0 

＊件/年：年間給付件数 

日常生活用具給付等事業の排泄管理支援用具は、計画値を上回りました。 

 

②任意事業 

サービス 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績見込 

訪問入浴サービス事業 人/年 12 12 12 9 12 8 

日中一時支援事業 人/年 65 76 65 77 65 64 

＊人/年：年間実利用人数 

訪問入浴サービス事業は、令和４(2022)年度から計画値を下回りました。 

日中一時支援事業は、令和４(2022)年度まで計画値を上回りました。 
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（４）障害児支援サービスの利用状況 

サービス 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績見込 

児童発達支援 
人日/月 403 417 403 418 403 427 

人/月 115 102 115 111 115 122 

放課後等デイサービス 
人日/月 1,184 1,089 1,243 1,195 1,302 1,159 

人/月 141 102 148 109 155 138 

保育所等訪問支援 
人日/月 19 9 21 13 24 16 

人/月 14 9 16 9 18 14 

医療型児童発達支援 
人日/月 0 0 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 0 0 

居宅訪問型児童発達支援 
人日/月 0 0 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 0 0 

障害児相談支援 人/月 25 19 28 19 31 20 

医療的ケア児に対する関
連分野の支援を調整する
コーディネーターの配置 

人 2 3 3 4 4 4 

＊人日/月：月当たりの延べ利用日数（各年度３月分） 

人/月：月当たりの実利用人数（各年度３月分） 

障害児相談支援については、12か月平均の実利用人数 

 

児童発達支援は、利用日数が計画値を上回りました。 

放課後等デイサービスは、利用日数と利用者数とも計画値を下回りました。 

保育所等訪問支援は、利用日数と利用者数とも計画値を下回りました。 

医療型児童発達支援及び居宅訪問型児童発達支援は、利用を見込みましたが、実績はありま

せんでした。 

障害児相談支援は、計画値を下回りました。 

医療的ケア児等コーディネーターは、令和４(2022)年度から４人の配置となりました。 
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サービス 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績見込 

ペアレントトレーニングや
ペアレントプログラム等の
支援プログラム等の受講者
数（保護者）及び実施者数
（支援者） 

人/月 1 0 1 0 1 0 

ペアレントメンターの 
人数 

人/月 9 3 11 3 13 3 

ピアサポート活動への参加
人数 

人/月 5 4 5 4 5 4 

ペアレントトレーニング(※)やペアレントプログラム(※)等の支援プログラム等は、令和３

年度以降は未実施です。ペアレントメンター(※)の人数とピアサポート活動(※)への参加人数

は目標値を下回りました。 
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８ 障害者福祉に関わる課題 

（１）啓発・理解の促進 

住み慣れた地域で、障害のある人が障害のない人と同じように生活するためには、周囲の人が

障害のことを正しく理解し、共に地域で生活する一員として、障害のある人の人権を尊重するこ

とが大切です。 

市民アンケート調査では、障害のある人に対する差別や偏見に関する状況に改善がみられる一

方で、差別をされた経験が「ある」と回答した人があり、差別を感じる場面として、就職や仕事

の場面が最も多く、地域での関係や幼稚園・保育園・認定こども園・学校での生活の場面で差別

を感じることが多い結果となっています。障害の有無に関わらず、互いに尊重し合い地域生活を

営むことや障害のある人の社会参加のための必要な要件として、障害に対する理解は大きな要素

となっています。障害者基本法や障害者差別解消法の目的である共生社会の実現に向けて、市民

の障害への理解を深め、差別や偏見の解消に向けた啓発の取組を促進していくことが必要です。 

 

（２）コミュニケーション(意思疎通)施策の推進 

障害のある人にとって、情報を取得し意思表示やコミュニケーション（意思疎通）を図ること

は、日常生活を営む上で、必要不可欠なことです。市民アンケート調査では、４割の方がコミュ

ニケーションに困難さを感じているという結果です。障害のある人も障害のない人と同様に情報

を取得したり、意思疎通を行えるよう、障害のある人の状態に応じたわかりやすい文章、イラス

トによる表現の使用や多様なコミュニケ―ションツールを活用するなど、情報保障の体制の整備

が必要です。 

 

（３）生活支援について 

障害のある人が地域社会で自立した生活を送るためには、障害の特性やニーズに応じた障害

福祉サービスの提供や生活を安定・充実させるための支援が必要です。 

ヒアリング調査では、「親亡き後」の生活基盤や支援に不安があるという声があります。 

法人・事業所アンケート調査では、充分な障害福祉サービスを提供するための福祉人材の確保・

育成・定着が深刻な課題となっています。 

障害のある人が自立した生活を送るため、暮らしの基盤整備や福祉サービスの充実、福祉人

材の確保など地域で支える体制づくりが求められます。 
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（４）障害のあるこどもの支援 

発達段階において、支援を必要とする子どもの特性に応じた適切な支援を行い、個々の能力を

最大限に伸ばしていくためには、その成長過程における療育や保育、教育の果たす役割は重要で

す。 

特別支援学級等の状況からも障害の特性や個々に応じた支援を必要とする児童生徒の数は増

加傾向にあり、子どもの特性に応じた支援や学び方へのニーズは高まっています。子どもが地域

の中で健やかに成長し日常生活を営むことができる共生社会の実現のためにも、障害の有無にか

かわらず可能な限り共に教育を受けることができる環境整備が求められています。 

保育や教育の場ですべての子どもたちが将来にわたり自立や社会参加を果たすための支援策

として、支援の必要性に早期に気づき、療育や保育、教育、就労まで一貫した支援の一層の充実

を図ることが必要です。 

 

（５）就労について 

障害のある人が個々の能力を発揮し、生きがいを感じて働くために「障害者雇用 1000人のま

ちプロジェクト」に取り組み、令和４年度末には 1001人となりました。今後は、「障害者雇用

1000人のまちプロジェクト」の取組を踏まえ、障害のある人の就労継続に向けて取り組む必要

があります。 

障害のある人が働き続けるために企業等においては、雇用前から雇用後においても継続した

支援を行うことや障害のある人は様々な制度を活用することで、就労先での不安や悩みを解消

していくことが必要です。 

市民アンケート調査では、現在の仕事についたとき、どこ（誰）の支援も受けていない方が

３割近くを占めており、ハローワークや障害者就業・生活支援センターわかばなどの支援機関

について周知し、関係機関が積極的に関わることが必要です。 

障害のある人が社会で活躍できるよう、その人に合った職業や柔軟な勤務形態等、多種多様な

働き方の充実が求められており、就職先となる企業を増やすことや就労後の職場での障害や障害

のある人に対する理解促進が必要です。 

 

（６）文化・芸術やスポーツ活動等の促進 

文化・芸術やスポーツ活動などの体制を充実することは、障害のある人の生きがいや社会参加

の促進につながります。地域で障害の有無にかかわらず相互の理解を深めるとともに、障害のあ

る人の生活の質の向上を図り、積極的に社会参加できる環境づくりが必要です。 

 

（７）保健・医療の推進 

障害の早期発見や障害のある人の健康維持、重症化防止等を図るため、地域における保健・医

療体制の整備が大切です。 
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精神障害者保健福祉手帳所持者数が増加していることから、若いころからのこころの健康づく

り対策や精神障害者への健康相談等の充実が求められています。 

 

（８）安全・安心な生活環境の整備 

障害のある人が住み慣れた地域で安心して生活するためには、公共施設・公共交通機関のバリ

アフリー化、移動や外出の際の支援等が欠かせません。市民アンケート調査では、外出の際の困

り事として、交通費の負担や困ったときの対応などが多いため、経済的負担の軽減とともに、障

害のある人の移動を支えるサービスや支援について検討が必要です。 

また、障害のある人の尊厳と権利が守られ、地域で安心して暮らせる社会の実現のためには、

障害のある人に対する虐待や権利侵害を身近な問題としてとらえ、社会全体で取り組んでいくこ

とが大切です。市民アンケート調査では、金銭管理に関して公的制度の利用や利用希望割合も低

いことから、相談機関や福祉サービス利用援助事業、成年後見制度等の更なる周知と理解啓発を

進めことが必要です。 

 

（９）災害時の対応について 

地域の中では障害のある人に関する情報共有が十分にできていないため、障害のある人は地域

の避難体制が不安であるという声が聞かれます。地域住民といざという時に助け合える関係を築

くことができる避難訓練について、市民アンケート調査やヒアリング調査では、障害のある人は

参加できない状況があり、訓練に参加しやすい環境づくりが求められています。 

災害発生時の迅速かつ適切な情報提供、避難支援体制の強化、避難生活における安全・安心の

確保等に取り組んでいくことが必要です。 
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第３章 障害者計画 

１ 基本理念 

国は、令和５(2023)年度から５年間の計画である第５次障害者基本計画において、共生社会の

実現に向けて、障害のある人が自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加し、その能力を最

大限発揮して自己実現できるよう支援するとともに、障害のある人の社会参加を制約する社会的

障壁(※)を除去することを基本理念としています。 

本市においては、前計画において「障害のある人もない人も、すべての人が共に生きていくま

ちづくり」を基本理念として掲げてきましたが、共生社会の実現に向けて、引き続き、すべての

人が、住み慣れた地域社会のなかで互いに尊重し合い、いきいきと活動しながら共に生活してい

く社会の構築を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本目標 

【１】互いに尊重し合い、尊厳を持って暮らせるまちづくり 

障害や障害のある人への理解を促進し、障害のある人、一人ひとりが尊重され、社会的障壁

を感じることなく暮らせるまちづくりを推進します。 

 

【２】いきいきと自立した生活を送れるまちづくり 

障害のある人が、経済的に自立し、その能力を最大限に発揮して、いきいきと様々な活動に

参加できるまちづくりを推進します。 

 

【３】誰もが地域で安心して暮らせるまちづくり 

障害の有無にかかわらず、誰もが自由に社会参加でき、不安を感じることなく安心して暮ら

していけるまちづくりを推進します。 

  

障害のある人もない人も、 

すべての人が共に生きていくまちづくり 
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３ 施策体系 

➀障害や障害のある人についての啓発・理解促進 

②手話言語及び障害のある人の多様なコミュニケーション手段の

啓発・理解促進 

③福祉教育の推進 

④交流活動の促進 

 

 

➀障害者支援体制の充実 

②障害福祉サービス等の充実 

③福祉人材の確保・定着、人材育成支援 

④当事者や家族の交流活動の促進 

⑤就労支援（障害者雇用 1000人のまちプロジェクト） 

 
 

➀就学前療育・保育の充実 

②学齢期の障害のある子どもへの支援の充実 

③年齢によらない子どもへの支援の充実 

 
 

➀文化・芸術活動への支援 

②スポーツ活動への支援 

 
 

➀健康づくり、疾病予防の推進 

②障害者医療の充実 

 
 

➀権利擁護、虐待の防止 

②防災及び災害時における支援体制の確立 

③防犯対策等の推進 

④ユニバーサルのまちづくりの推進 

⑤多様なコミュニケーション手段による情報保障の推進 

  

啓発・理解の促進 １ 

地域での自立生活の支援 ２ 

障害のある子どもの支援の充実 ３ 

文化・芸術やスポーツ活動等の推進 ４ 

保健・医療の推進 ５ 

安全・安心な生活環境の整備 ６ 
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４ 施策の展開 

（１）啓発・理解の促進 

①障害や障害のある人についての啓発・理解促進 

○障害や障害のある人に対する理解を深め、差別や偏見の解消を図るために「広報ふくちやま」

や市ホームページ等、様々な手段を通じた啓発を推進します。 

○障害者週間、人権週間の取組については、より多くの市民がノーマライゼーション(※)の理

念に触れることができるよう、更なる内容の充実を図ります。 

○障害の特性や必要な配慮に対する市民の意識向上や、加齢による難聴等の当事者が気づきに

くい障害に対する理解を進めるため、関係機関と連携し相談会や講演会等の開催に努めます。 

○様々な障害を知り、障害のある人にちょっとした手助けや配慮を行うことにより、障害のあ

る人が暮らしやすい共生社会を一緒につくっていく「あいサポート運動」を推進し、運動の

啓発と理解者を増やすための「あいサポーター研修」を実施します。 

○市内の企業及び団体に対し「あいサポート運動」の啓発を行うとともに「あいサポーター研

修」の受講の機会を提供し、障害の理解啓発に取り組む「あいサポート企業・団体」と認定

し、理解促進を図ります。 

○「オレンジ運動」の啓発とともに、「高齢者」「障害のある人」「子ども」の分野を横断した取

組をすすめます。 

○「オレンジ運動」を通して、市民が地域福祉や地域での支え合いについて理解を深める機会

を充実するともに、広報ふくちやまで特集記事として取り上げるなど情報発信に努めます。 

○行政機関において「障害者差別解消法」及び「障害者雇用促進法」で規定された合理的配慮

の提供に努めます。 

○令和６(2024)年４月から「障害者差別解消法」に基づき、事業者による障害のある人への合

理的配慮の提供が義務化されることから、合理的配慮に関する啓発を一層推進します。 

〇外見からは分からなくても、援助や配慮が必要な方が、周囲の方に援助や配慮を必要として

いることをお知らせすることで、援助が得やすくなるよう、「ヘルプマーク」(※)の啓発・普

及に努めます。 

②手話言語及び障害のある人の多様なコミュニケーション手段の啓発・理解促進 

〇市ホームページやリーフレット等を活用し手話が言語であることの理解を促進します。 

○手話言語への理解のため、奉仕員養成講座等を開催し手話を学ぶ機会を提供します。 

○多様なコミュニケーション支援の実施について周知を図り、障害の特性に応じた多様なコミ

ュニケーション手段について啓発します。 

○市役所など公的な機関の窓口等で「耳マーク」(※)の掲示を行い筆談による案内を実施しま

す。 
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③福祉教育の推進 

○多様なコミュニケーション手段や支援方法について学ぶ機会を充実します。 

○公民館・地区福祉推進協議会等の地域活動や職場において、市民が障害についての正しい理

解と認識を深め、障害のある人と共に生きる社会を目指す学習活動の推進に努めます。世代

や分野を超えて福祉を学び合う場づくりや多様な主体が協働で推進する福祉学習の企画に

も取り組みます。 

○障害者青年学級、視覚障害者成人講座、聴覚障害者成人講座等、障害のある人自身及び障害

者関係団体の参加による学習機会の充実を図ります。今後も、障害のある人の自立及び社会

参加の場を保障するために事業を充実させ、啓発においては市のホームページも活用し、各

講座の開催について広く広報していきます。 

○障害と障害のある人についての理解を深めるために、当事者等を講師として登録し、学校や

企業等依頼先へ派遣する「障害についての理解啓発人材バンク」事業を推進します。 

○社会福祉協議会において、市内の中学生及び高校生を対象に福祉施設で高齢者や障害のある

人とのふれあい体験の実施や学校への出前講座など社会福祉について理解を深める機会を

設けます。 

④交流活動の促進 

○小学校・中学校・高等学校等と支援学校との交流学習や、福祉施設での体験学習等、障害の

ある人とのふれあいの場と機会の充実を図ります。 

○障害のある人もない人も共に集えるイベントや行事の開催に努めるとともに、各種団体等に

よる開催を支援します。 

〇障害のある人もない人もスポーツを通じた交流ができるよう、スポーツレクリエーション大会を開

催します。 

〇ふれあい福祉フェスタを開催し、障害の有無に関わらず、交流し、理解し合える場や機会を提供し

ます。 

○ふれあい大運動会を実施し、スポーツを通して障害の有無や種別に関わらない交流の場を提

供します。 
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（２）地域での自立生活の支援 

①障害者支援体制の充実 

○相談支援事業所と連携し、福祉サービスの利用援助や日常生活全般の相談、専門機関の紹介

等の総合的な相談支援を実施します。 

○障害のある人やその家族が必要な情報を取得し、適切な機関等にスムーズにつながるよう市

役所の相談窓口の機能を強化します。 

〇基幹相談支援センターが中心となり、市内の相談支援事業所を対象とした連絡会を定期的に

開催し、連携の強化を図ります。 

○障害のある人やその家族が、迅速に適切なサービスや支援を受けられるよう、各相談機関の

連携強化を図ります。 

○障害のある人の重度化や高齢化、「親亡き後」を見据え、障害のある人の地域生活支援を推進

するため、地域生活支援拠点の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域生活が継続できるように地域住民、不動産事業者、福祉や医療等の関係機関の連携強化

を図ります。 

○外出することが困難な障害のある人に対して、自宅や身近な場所で相談できるよう、訪問等

の方法とともに、ＷＥＢ相談システムの活用を進めます。 

○居宅において単身等で生活する障害のある人に対して、常時の連絡体制を確保し、障害の特

性に起因して生じた緊急の事態等に緊急訪問や緊急対応等の各種支援を行う地域定着支援

事業を推進します。 

○相談支援事業所を中心に、地域包括支援センター(※)、その他関係機関、各相談員等の連携

を強化し、重層的相談支援体制の整備に取り組みます。 

【地域生活支援拠点】 

障害のある人が地域で安心して生活できるよう、また、病院や親元から地域へ生活の場

を移行しやすいよう、地域の事業者や関係機関と連携し、障害のある人の地域生活を地域

全体で支える体制を整備するとともに、障害福祉サービス等の充実を図ります。 
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〇保健所、児童相談所、障害児相談支援事業所、障害児通所支援事業所、医療機関等の連携に

より、子どもの発達に応じた適切な相談や療育を受けられる体制づくりに努めます。 

○就労などに関する施設・機関や教育機関等との連携を強化し、進路相談等の充実を図ります。 

○精神障害のある人が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしができるよう、精神障害

のある人にも対応した地域包括ケアシステム(※)の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○精神保健福祉に関する知識の普及、こころの健康づくり対策、自殺対策等を推進するため、

医療、福祉、教育、その他の関係機関と連携します。 

○精神保健福祉、こころの健康づくり対策、自殺対策等に関する知識の普及啓発や相談窓口に

ついての情報提供を図ります。 

○社会的入院の解消に向けて、関係機関と連携して必要な支援を行います。 

○中丹圏域障害者自立支援協議会と連携し、保健、医療、福祉関係者が精神障害のある人の地

域移行の現状と課題を共有し、支援方策や役割等の検討を行い、精神保健福祉に関する支援

体制の充実を図ります。 

○京都府中丹西保健所難病対策地域協議会と連携し、難病患者の支援体制の強化に努めます。 

○難病患者の病状に応じた適切な支援のため、各関係機関と連携し、支援体制の強化に努めま

す。 

  

【精神障害のある人にも対応した地域包括ケアシステム（にも包括）】 

精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよ

う、医療、障害福祉、介護、住まい、社会参加（就労など）、地域の助け合い、普及啓発が

包括的に確保されたシステムのことです。 

 個別ケースの支援を通じて関係機関の連携を強化し、既存の資源、仕組みをしながら「にも

包括」の充実を図ります。 
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②障害福祉サービス等の充実 

○障害のある人が身近な地域において障害福祉サービスを受けることができ、生涯を通じて安

心して暮らすことができるように、障害福祉サービスや地域生活支援事業等、障害のある人

の地域生活を支援するためのサービス等の充実を図ります。 

○施設や事業所等のネットワークを構築し、情報を共有すること等によるサービスの向上を図

ります。 

○サービス提供事業者の資質の向上を図るため、各種研修会等の情報を提供し、積極的な参加

を呼びかけます。 

○利用者が質の高い障害福祉サービスを安心して選択できるよう、「京都介護・福祉サービス

第三者評価等支援機構」(※)によるサービス提供事業所の第三者評価の実施を促します。 

○高次脳機能障害(※)のある人の地域生活を支えるために、京都府北部リハビリテーション支

援センター、中丹西地域リハビリテーション支援センター、相談支援事業所等と連携して情

報提供等を行い、適切な福祉サービスが受けられるよう支援します。 

○発達障害(※)のある人の地域生活を支えるために、中丹圏域発達障害者支援センター、相談

支援事業所等と連携して情報提供等を行い、適切な福祉サービスが受けられるよう支援しま

す。 

○各福祉制度の給付等の対象となる人に適切に制度を案内し、経済的・精神的負担の軽減を図

ります。 

○公共交通機関及び福祉有償運送(※)実施団体とともに、障害のある人が利用しやすい移動手

段の確保に努めます。 

○障害福祉サービスの行動援護、同行援護や地域生活支援事業の移動支援事業により、外出時

の移動を支援します。 

○身体障害のある人の社会参加を推進するため自動車運転免許取得費及び自動車の改造費の

一部を助成します。 

○通院により人工透析を受ける人や在宅の重度の障害のある人にタクシー等の利用券を交付

し、交通費の一部を助成します。 

○障害のある人の介助者の負担を軽減し、休息やリフレッシュができるよう、短期入所や日中

一時支援事業の充実を図ります。 

○京都府と協力し、人工呼吸器の使用等が必要な重度の障害のある人の介助者のレスパイト

（休養・休息）の支援を行います。 

③福祉人材の確保・定着、人材育成支援 

○点訳奉仕員(※)・朗読ボランティア(※)・手話奉仕員(※)養成講座、要約筆記講座の実施を継

続します。 

○人材確保のための制度について周知を行い、人材確保の支援を行います。 

○障害福祉分野に関わる人材確保を図るため、京都府や一般社団法人福知山民間社会福祉施設

連絡協議会と連携し、介護の日イベント、福祉職場就職フェア、学校・大学訪問による求人

情報の発信等において、障害福祉の仕事の魅力等について啓発します。 

〇一般社団法人福知山民間社会福祉連絡協議会と連携し、小中学生への福祉の仕事の魅力 PR

についての取組も検討します。 
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○障害福祉サービス等を提供する事業者や従事者に対し、専門性を高めるための研修を実施し

ます。 

○障害福祉分野に関わる人材の職場定着を図るため、福祉・介護職員の安定的な処遇改善など

を目的に創設された「福祉・介護職員特別処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善

加算」について、障害福祉サービス等事業所に対して周知啓発を図ります。 

○関係機関との連携のもと、相談支援に携わる人材の育成と確保に関する研修機会の充実を図

ります。 

〇基幹相談支援センターにより市内の相談支援事業所に対する指導、助言を行い、相談支援に

携わる人材の育成を図ります。 

〇基幹相談支援センターが中心となり、研修や事例検討会を開催し、相談支援に携わる人材の

育成を図ります。 

○社会福祉協議会のボランティアセンターにおいて、ニーズに沿ったボランティアの養成支援、

派遣調整、団体の活動支援、ボランティア活動の周知啓発等を行います。また、支え合う仕

組みづくりの中でのボランティア活動の推進や自分の得意なことや好きなことで活躍でき

る場づくりに取り組みます。 

④当事者や家族の交流活動の促進 

○外出の機会の提供、社会参加の促進を図るため、創作教室、料理教室、歩行訓練講座、体験

事業を実施します。 

○地域活動支援センターの啓発を行うとともに、地域で生活している障害のある人が、同じ障

害のある人と集える(※)居場所の提供や機会の充実を図ります。 

○障害のある子ども等の保護者同士の情報交換や育児ストレス軽減のための交流の場、機会を

充実します。また、きょうだいへの支援も検討します。 

○障害のある人同士の交流と社会参加のため、障害者団体の活動を支援します。 

○ふれあい大運動会を実施し、スポーツを通して障害の有無や種別に関わらない交流の場を提

供します。 

⑤就労支援（障害者雇用 1000人のまちプロジェクト） 

○障害のある人の就労支援に関する相談窓口の啓発と相談体制の充実を図ります。 

○就職を考えている障害のある人に向けた訓練（公共職業訓練、委託訓練、職場適応訓練、企

業体験、企業実習等）の啓発と利用促進を図ります。 

○ハローワーク、北京都ジョブパーク、京都府立福知山高等技術専門校、相談支援事業所、障

害者就業・生活支援センター、就労支援事業所、教育機関、医療機関等と連携し、就労・雇

用についての情報提供に努めるとともに、障害のある人、一人ひとりの特性に応じたきめ細

かな相談等を行い、障害のある人の就労支援と雇用の促進を図ります。 

○福知山市地域自立支援協議会就労部会を通じて、就労・相談支援機関の連携の強化や課題解

決に取り組みます。 

○法定雇用率（令和６(2024)年４月から民間企業 2.5％、地方自治体 2.8％）の達成に向け、

セミナー等の実施や相談機関等との連携と情報共有を行います。 

○障害のある人の求職と求人の実態把握に努めます。また、求職者の障害特性の詳細な把握に
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より、本人の希望と能力に合わせた障害者専用求人の開拓を行うとともに、企業の受け入れ

体制を整えるために、状況に応じて必要なサポートを行います。 

○京都ジョブパークやハローワーク等と連携し、障害のある人へ就労に関するセミナーを開催

します。 

○事業所等の障害のある人への理解、雇用促進のための諸制度の周知、職場環境の改善の取組

など雇用の促進に努めます。 

○障害のある人の特性に応じて各種支援制度を組み合わせ、障害のある人と事業所の相互理解

を深めます。 

〇障害者専用求人を提出された事業所へトライアル雇用(※)の制度の説明・案内により利用勧

奨とともに、必要性が認められる求職者へ制度の利用を促進します。 

○「福知山市障害者活躍推進計画」に基づき、福知山市役所における障害のある人の雇用の推

進に努めるとともに、環境整備、定着支援を実施します。 

○就労継続支援事業等の施設の整備に対する支援を行い、福祉的就労の場の拡大を図ります。 

○各施設等の「ほっとはあと製品」について、その受注、販売・展示即売の機会拡大に向け、

広報・啓発の充実を図ります。また、市主催イベント等において「ほっとはあと」製品の利

用や販売等の機会の充実に努めます。 

○「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」（障害者優先調

達推進法）に基づき、福知山市における施設からの物品購入及び施設への業務委託の拡大を

行います。 

○福知山市役所２階の談話室や市民交流プラザふくちやま１階のほっとはあとスペースにつ

いては、市内の障害福祉サービス事業者による運営とし、障害のある人の就労の場の提供を

行います。 

○就労継続支援事業所等における福祉的就労についても、適切な工賃が確保できるよう支援し

ます。 

○雇用に基づく就労機会の提供や、一般企業への雇用に向けた支援等を行う「就労移行支援事

業」「就労継続支援事業」を推進します。 

○就労移行支援などを利用して一般就労へ移行した障害のある人に対し、企業・事業所や関係

機関との連絡調整、雇用に伴い生じる各問題に関する相談、指導・助言などの支援を行う「就

労定着支援事業」を推進します。 

   

  

（３）障害のあるこどもの支援の充実 

①就学前療育・保育の充実 

○乳幼児期に一貫した健診を実施し、発達上の支援を必要とする子どもの早期発見、早期対応

を行います。 

〇支援を必要とするすべての子どもが早期に発達支援につながるよう、事後支援の場の充実に

より早期対応に取り組みます。 

○子ども政策室、中丹西保健所、障害児通所支援事業所等の専門機関の連携による療育体制の

強化を図り、一人ひとりの障害に応じた早期からの療育を推進します。 
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○「のびのび福知っ子就学前発達支援事業」を実施し、発達障害など支援の必要な子どもの早

期発見・支援や円滑な就学支援を推進します。 

〇乳幼児健診及び４歳児クラス健診の結果を踏まえた、就学前の発達課題への個々に合った対

応、早期連携の充実・強化を図ります。 

○保育所、幼稚園、認定こども園においては、集団の中で、障害のある子もない子も関わり合

い、認め合う保育の更なる拡充に向け、保育士確保の支援や補助制度の充実、保育士の質の

向上を図ります。 

②学齢期の障害のある子どもへの支援の充実 

○小学校・中学校の児童・生徒で、ＳＳＴが必要と認められた場合は、個別に支援を行います。 

○通級指導教室の新設校や巡回指導校の増加に取り組みます。 

○思春期スクリーニング(※)を実施し、思春期に顕在化する発達障害のある子どもの支援や二

次障害の防止に努めます。また、思春期スクリーニングの事後支援として、ＳＳＴを実施し

ます。 

○特別支援学級において、個々の教育ニーズに応じた教育活動を行います。また、スクールサ

ポーター(※)を配置し、支援が必要な児童・生徒のサポートに努めます。 

○障害者手帳の有無に関わらず学校に行きにくい子どもについても学習の機会を提供するた

め、教育と福祉が連携し、子どもが主役の多様な学びを推進します。 

○京都府中丹西保健所や京都府教育委員会と連携し、特別支援教育に係る教職員への研修を行

い、指導力の向上を図ります。 

○保護者の教育上の悩みや不安を解消し、障害のある子ども一人ひとりに最も適切な教育の場

が提供できるよう、学校・家庭・関係機関が連携し教育相談体制の充実を図ります。 

○聴覚障害のある子どもの教育環境を確保するため、府立聾学校舞鶴分校への通学支援を実施

します。 

○放課後等デイサービス事業所で提供されるサービスの質の向上を図るため、事業者等を対象

とした研修会等を実施します。 

③年齢によらない子どもへの支援の充実 

○障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画(※)により、課題や支援方針を整理し、

適切なサービスの利用を支援します。 

○日中一時支援事業等、障害のある子どもを安心して預けられる体制を整備することにより、

子どもの放課後活動及び家族を支援します。 

○障害児通所支援等の受入れ体制の拡大及び発達障害のある子どもに対する相談支援体制の

充実に努めます。 

○発達に課題のある子どもについて、発達支援に関する専門スタッフが保育所等を訪問し、集

団生活に適応するための専門的な支援や支援方法等の指導等を行う保育所等訪問支援を充

実します。 

○発達段階での言語習得や学習機会を確保するため、身体障害者手帳交付対象外の難聴児に対

して補聴器購入等の費用を助成します。 

○医療的ケアが必要な子どもや家族の負担軽減のための支援のあり方を検討し、体制整備に努
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めます。 

○医療的ケアが必要な子どもに対する総合的な支援体制の構築に向けて、関連分野の支援を調

整するコーディネーターとして養成された相談支援専門員の配置を行います。 

○重度の障害のある子どもや医療的ケアが必要な子どもを受け入れる障害児通所支援事業所

等の確保に努めます。 

〇京都式強度行動障害モデル事業など活用し、行動障害のある子どもの特性に合わせた個別支

援のあり方について検討します。 

 

 

（４）文化・芸術やスポーツ活動等の推進 

①文化・芸術活動への支援 

○「障害者文化芸術推進法」の成立を踏まえ、様々な障害の特性に応じて、障害のある人が文

化芸術を鑑賞、発表をする機会の充実に努めます。 

○「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（読書バリアフリー法）の成立を踏ま

え、障害の特性に応じた読書環境の整備に努めます。 

〇聴覚障害者等の文化芸術を鑑賞する機会を充実するため、文化施設等へのヒアリングループ（※）

等の設備の活用について啓発します。 

②スポーツ活動への支援 

○障害のある人同士の交流や体力増進を図るために、障害者スポーツの講習会等を開催するな

ど、障害のある人のスポーツ活動の普及に努めます。 

〇各種障害者スポーツ大会への参加を促進し障害のある人のスポーツ活動を支援します。 

 

 

（５）保健・医療の推進 

①健康づくり、疾病予防の推進 

○障害の原因となる生活習慣病を早期発見するために各種健康診査、検診を実施します。また

発症予防のために保健指導を実施します。 

○市の健康診断では、集団健診又は個別健診により受けやすい体制づくりとともに、市の成人

保健事業に関する情報をわかりやすく提供します。 

○季節性インフルエンザ等の感染予防及び感染症による健康状態の悪化を防止するため、重度

の障害のある人の予防接種費用を補助します。 

②障害者医療の充実 

○障害のある人の健康保持及び障害の軽減、機能回復のために、必要な医療費の補助等の支援

を行います。 

○障害のある人の歯科口腔保健の推進のため、京都歯科サービスセンター北部診療所の運営を
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支援します。 

○人工呼吸器の使用等、医療的ケアが必要な障害のある人を受け入れることができる医療機関

等の確保に努めます。 

○高次脳機能障害等のある人に対し、理学療法士、作業療法士等による相談やリハビリ等、日

常生活に身近な場所での適切なサービス提供を図ります。 

 

 

（６）安全・安心な生活環境の整備 

①権利擁護、虐待の防止 

○成年後見制度や福知山市成年後見センターの周知と利用促進を図るとともに、申立てに係る

相談支援を行います。また、必要に応じて市長申立てや、申立てに要する費用の助成を行い

ます。 

○社会福祉協議会との連携により、地域福祉権利擁護事業の啓発を行うとともに利用促進を図

ります。 

○サービスの自己評価及び第三者による評価を推進するとともに、苦情に対しては適切に対応

します。 

○障害のある人への虐待防止のため、障害者虐待防止法における虐待の通報義務等について、

市民への周知を図ります。 

②防災及び災害時における支援体制の確立 

○「福知山市地域防災計画」に基づき、自治会等で自主防災組織(※)を拡充し、民生児童委員、

消防団等と連携した地域防災ネットワークをより一層推進します。 

○地域防災訓練において要配慮者避難支援訓練を実施し、避難の際に必要な配慮について、要

配慮者及び支援者の相互理解を深めます。 

○避難行動要支援者名簿(※)に記載されている方のうち、同意が得られた方の名簿を地域へ提

供します。地域で情報を共有することで、平常時の見守りや災害時の個別避難支援計画の策

定などを推進します。 
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○災害時ケアプラン(※)に基づく福祉避難所(※)への直接避難を推進するとともに、避難生活

における要配慮者の介助等を行うための避難生活サポーターや開設・運営を支援できる人材

の確保・養成を行い、受け入れ体制を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○共助による避難支援が必要な災害時要配慮者の避難支援のあり方について、福知山市避難の

あり方検討会での協議を踏まえた体制整備に努めます。 

○民生児童委員等と連携し、障害のある人に対して地域の防災訓練への参加を促すとともにハ

ザードマップの普及など、防災意識の高揚を図ります。 

○災害時要配慮者利用施設において、避難確保計画に基づいた避難訓練を推進します。 

○障害の特性に応じた防災情報及び避難情報の提供方法についての啓発を行います。 

○福知山市が発表する避難情報等については、福知山独自の防災アプリ「福知山防災」(※)、

ＦＭラジオの貸与、聴覚障害のある人へのファクス送信などにより提供します。 

〇避難所には障害のある人が安心して思いを伝えられるようコミュニケーション支援ボード

を設置し、障害の特性に応じたコミュニケーション手段として活用するとともに周知します。 

○避難所については、障害のある人の一人ひとりの障害特性に応じた対応が図られるような体

制整備とともに、対応の内容について周知を図ります。 

○避難所での情報提供のため、文字による情報掲示を行うとともに、筆談による支援の意思表

示をするビブス(※)や、筆談用具を避難所に設置し情報支援を行います。 

③防犯対策等の推進 

○行方不明など緊急時の早期発見、安全確保のネットワーク体制づくりを推進します。 

○社会福祉協議会が障害のある人や高齢者で希望する人に配付している「安心生活見守りキー

ホルダー」（事前に緊急連絡先等を登録しておくことで、緊急時に身元が確認できる）の啓発

に努めます。 

【災害時ケアプラン（個別避難計画）】 

 災害の際に自力での避難が困難な方のうち、家族等の避難支援が得られない方や家族だ

けでは避難が困難な方に対し、福祉専門職が、本人やその家族、必要に応じて地域住民を 

交えて避難のタイミン

グや移送手段、避難場所

など、一連の活動を想定

した具体的な避難計画

を作成しています。 

 安全・安心に生活でき

るよう、地域や相談支援

事業所等と連携し、災害

時ケアプランの取組の

充実を図ります。 

 



 

 65 

○事故、急病、災害等の非常時に通報や救急依頼等が円滑に行えるよう、FAX119(※)・Net119(※)、

FAX110番(※)、メール 110番(※)・110番アプリシステム(※)の周知等、連絡方法等の周知に

努めます。 

○障害のある人からの火災、救急、救助等の緊急時の 119番通報に迅速に対応するため、消防

緊急通信指令システムへの啓発を行い、登録を促します。 

○判断能力が不十分な人などの被害を未然に防ぐため、悪質商法などについてのわかりやすい

情報提供に努めます。 

○消費生活センターの活用について周知を図るとともに、関係機関と連携した消費生活の相談

対応に努めます。 

○警察や自治会その他の関係機関との連携のもと、防犯講習の受講等により地域ぐるみの防犯

体制の整備を促進します。 

④ユニバーサルのまちづくりの推進 

○「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー新法）、「京都府福

祉のまちづくり条例」によるまちづくりを実現するため、公共施設等のバリアフリー整備を

進めるとともに、京都府と連携して事業主等への理解促進を図ります。「京都府福祉のまち

づくり条例」等により、公共施設等のバリアフリー整備を推進します。 

○都市公園及び道路等については、「福知山市における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

ために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例」や「福知山市における高齢者、障害

者等の移動等の円滑化のために必要な道路の構造の基準を定める条例」に基づき、高齢者や

障害のある人が利用しやすい環境整備を推進します。 

○京都府と協力し、「京都おもいやり駐車場利用証制度」(※)を啓発するとともに、協力施設数

の増加に取り組みます。 

〇多くの人が利用する建築物や公園等の整備においては、多目的トイレ、休憩場所、電光掲示

板、音声案内等の設置を含めたユニバーサルデザイン(※)を推進、促進する。 

⑤多様なコミュニケーション手段による情報保障の推進 

○市のホームページによる情報提供においては、誰もが「使いやすく」「わかりやすい」ホーム

ページの作成・公開に努めます。 

○障害のある人へ情報提供を行う際は、イラストや説明、ふりがななどを活用し、わかりやす

い表現に努めます。また、視覚障害のある人向けに点訳化や音訳化など障害特性に応じた情

報提供に努めます。 

○関係機関が連携し、情報の共有や相互活用を図りながら、障害特性に応じた情報保障に努め

ます。 

○意思疎通支援事業等により手話通訳者(※)、要約筆記者を要請に応じ派遣します。 

○知的障害のある人等の意思疎通支援のあり方について検討します。 

○市長選挙・市議会議員選挙等において、点訳化や音訳化による選挙情報の提供に努めます。 

○点訳・朗読・手話奉仕員養成講座、要約筆記講座の開催を周知しながら、コミュニケーショ

ン支援者を養成するとともに、学んだ内容を活かすことができる仕組みづくりを行います。 
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第４章 第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画 

１ 第７期障害福祉計画及び第３期障害児福祉計画の成果目標 

（１）相談支援体制の充実・強化等【継続・一部新規】 

【国の方針】 

○令和８年度末までに、各市町村において、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化

及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターを

設置（複数市町村による共同設置可）するとともに、基幹相談支援センターが地域の相談

支援体制の強化を図る体制を確保することを基本とする。 

○地域づくりに向けた協議会の機能をより実効性のあるものとするため、協議会において、

個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を行うとともに、こ

れらの取組を行うために必要な協議会の体制を確保する。（新規） 

 

【福知山市の方針】 

 内 容 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

基幹相談支援センターの設置 設置 設置 設置 

基幹相談支援セ

ンターによる地

域の相談支援体

制の強化 

地域の相談支援事業所に対

する訪問等による専門的な

指導・助言件数 

58件 60件 62件 

地域の相談支援事業者の人

材育成の支援件数 
1件 1件 1件 

地域の相談機関との連携強

化の取組の実施回数 
12回 15回 20回 

個別事例の支援内容の検証

の実施回数 
1回 1回 1回 

主任相談支援専門員の配置

数 
1人 1人 1人 

協議会における

個別事例の検討

を通じた地域の

サービス基盤の

開発・改善 

協議会における相談支援事

業所の参画による事例検討

実施回数（頻度）及び参加事

業者・機関数 

1回 1回 1回 

5 か所 5か所 5か所 

協議会の専門部会の設置数

及び実施回数（頻度） 

7 部会 7部会 7部会 

6回 6回 6回 

 

相談支援体制の充実・強化等については、基幹相談支援センターが中心となり、研修や事例

検討会を開催し、相談支援に携わる人材の育成を図ります。また、主任相談支援専門員の確保

に努めます。 
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（２）福祉施設の入所者の地域生活への移行【継続】 

【国の方針】 

○令和８年度末で、令和４年度末時点の施設入所者数の 6.0％以上が地域生活へ移行すること

を基本とする。 

○令和８年度末の施設入所者数を令和４年度末時点の施設入所者数から 5.0％以上削減するこ

とを基本とする。 

 

【福知山市の方針】 

項 目 
令和４年度末 

実績値 

令和８年度末 

目標値 

施設入所者数 103 人（A） 97 人（B） 

施設入所者削減数 

(削減率) 
 

6 人（A）－（B） 

（5.8％）（A－B）/（A） 

地域生活移行者数 

(移行率) 
 

7人（C） 

（6.8％）（C）/（A） 

 

令和８年度末で、令和４年度末時点の施設入所者数のうち７人以上が地域生活へ移行するこ

ととし、令和８年度末の施設入所者数を令和４年度末時点の施設入所者数から６人以上削減す

ることを目標とします。 

 

（３）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築【継続】 

【国の方針】 

○地域における保健、医療、福祉関係者の協議の場を通して連携支援体制を強化させて、精神

障害者の地域生活への移行を支援する。 
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【福知山市の方針】 

 内 容 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場の

開催回数 
12 回 12 回 12回 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場へ

の関係者の参加者数 
11 人 11 人 11人 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場に

おける目標設定及び評価の実施回数 
2回 2回 2回 

精神障害のある人の地域移行支援 0人分 0人分 0 人分 

精神障害のある人の地域定着支援 0人分 0人分 0 人分 

精神障害のある人の共同生活援助 25人分 27 人分 29 人分 

精神障害のある人の自立生活援助 0人分 0人分 0 人分 

精神障害のある人の自立訓練（生活訓練） 1人分 1人分 1 人分 

 

地域における保健、医療、福祉関係者の協議の場を通じ、連携体制を強化し、精神障害者の

地域生活への移行の支援を充実させます。 

 

（４）地域生活支援の充実【継続・一部新規】 

【国の方針】 

○令和８年度末までに、各市町村において地域生活支援拠点等を整備（複数市町村による共同

整備も可能）するとともに、その機能の充実のため、コーディネーターを配置するなどによ

り効果的な支援体制の構築を進め、また、年１回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検

証及び検討することを基本とする。 

○令和８年度末までに、強度行動障害を有する者に関して、各市町村又は圏域において、支援

ニーズを把握し、支援体制の整備を進めることを基本とする。（新規） 

 

【福知山市の方針】 

 内 容 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域生活支援拠点等を市内に設置 設置 設置 設置 

運用状況の検証・検討の回数 １回 １回 １回 

強度行動障害を有する者に対する支援 

ニーズの把握と支援体制の整備 
有 有 有 

地域生活支援拠点等の機能の充実について、福知山市地域自立支援協議会で運用状況の検証

及び検討を年１回以上行います。 

強度行動障害を有する者に関して、市町村又は圏域において、支援ニーズを把握し、支援体

制の整備をすすめます。 
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（５）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

【国の方針】 

○令和８年度末までに、都道府県や市町村において、障害福祉サービス等の質の向上を図る

ための取組に係る体制を構築する。 

 

【福知山市の方針】 

 内 容 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

障害福祉サービス等に係る各種研修の

活用 

 

▶京都府が実施する障害福祉サービス等に

係る研修その他の研修への市職員参加人

数 

有 有 有 

4人 4人 4人 

計
画
的
な
人
材
養
成
の
推
進 

都道府県による相談支援専門員研修

（初任者・現任・主任）修了者数 
1人 

（1・0・0） 

1人 

（1・0・0） 

1人 

（1・0・0） 

都道府県によるサービス管理責任

者・児童発達支援管理責任者研修（基

礎・実践・更新）修了者数 

1人 

（1・0・0） 

1人 

（1・0・0） 

1人 

（1・0・0） 

都道府県による相談支援専門員への

意思決定支援ガイドライン等を活用

した研修の修了者数 

1人 1人 1人 

都道府県によるサービス管理責任

者・児童発達支援管理責任者への意

思決定支援ガイドライン等を活用し

た研修の修了者数 

1人 1人 1人 

障害者自立支援審査支払等システムに

よる審査結果の共有 

 

▶障害者自立支援審査支払等システム等に

よる審査結果を分析してその結果を活用

し、事業所や関係自治体と共有する体制の

有無及び実施回数 

有 有 有 

1回 1回 1回 

 

障害福祉サービス等の質を向上させる取組に係る体制を構築するため、各種研修会へ参加

し職員の質の向上を図るとともに障害者自立支援審査支払等システムでの審査結果の活用に

向けて取り組みます。また、京都府が実施する各種研修会を活用し、福祉人材の育成に向け

て取り組みます。 
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（６）福祉施設から一般就労への移行等【継続・一部新規】 

【国の方針】 

○福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労

継続支援を行う事業をいう。）を通じて、令和８年度中に、令和３年度実績の 1.28倍以上の

一般就労への移行実績を達成することを基本とする。 

○就労移行支援については、一般就労への移行における重要な役割を踏まえ、令和８年度中に、

令和３年度実績の 1.31倍以上の移行実績を達成することを基本とする。 

○就労継続支援Ａ型及び就労継続支援Ｂ型については、一般就労が困難である人に対し、就労

や生産活動の機会の提供、就労に向けた訓練等を実施するものであることから、その事業目

的に照らし、それぞれ、令和８年度中に、令和３年度実績の概ね 1.29 倍以上、1.28 倍以上

を目指すこととする。 

○就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用修了者に占める一般就労へ移行した者の

割合が５割以上の事業所を５割以上とすることを基本とする。（新規） 

○就労定着支援事業の利用者数は、令和８年度末の利用者数を令和３年度末実績の 1.41 倍以

上とすることを基本とする。 

○就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割

以上の事業所を全体の２割５分以上とすることを基本とする。 

 

【福知山市の方針】 

計画期間の各年度における、就労移行者数及び就労定着支援事業所の利用者数を次のとおり

とします。 

 内 容 令和８年度目標値 

就
労
移
行
支
援 

令和３年度の一般就労移行者数（Ｃ） 0人 

【目標値】令和８年度の一般就労移行者数（Ｄ） 8人 

増加割合（Ｄ）/（Ｃ） － 

令和８年度の就労移行支援事業所数（Ｅ） 1か所 

令和８年度の就労移行支援事業利用修了者に占める一般就

労へ移行した者の割合が５割以上の事業所数（Ｆ） 
1か所 

割合 100% 

就
労
継
続 

支
援
Ａ
型 

令和３年度の一般就労移行者数（Ｇ） 3人 

【目標値】令和８年度の一般就労移行者数（Ｈ） 4人 

増加割合 1.3倍 

就
労
継
続 

支
援
Ｂ
型 

令和３年度の一般就労移行者数（Ｇ） 0人 

【目標値】令和８年度の一般就労移行者数（Ｈ） 2人 

増加割合 － 
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 内 容 令和８年度目標値 

就
労
定
着
支
援 

令和３年度の就労定着支援事業の利用者数（Ａ） 0人 

令和８年度の就労定着事業の利用者数（Ｂ） 4人 

令和８年度【目標値】＝（Ｂ）/（Ａ）(倍） － 

就労定着支援事業所数（令和３年度末現在） １か所 

就労定着支援事業所数（令和８年度末現在）（Ｃ） １か所 

令和８年度末の就労定着率が７割以上の事業所数（Ｄ） １か所 

令和８年度【目標値】＝（Ｄ）/（Ｃ）（％） 100% 

 

（７）障害のある子どもへの支援の提供体制の整備等【継続】 

【国の方針】 

○児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令和８年

度末までに、児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に少なくとも１か所以上設置す

ることを基本とする。 

○地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため、各市町村又は各圏域に設

置された児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援等を

活用しながら、令和８年度末までに、全ての市町村において、障害児の地域社会への参

加・包容（インクルージョン）を推進する体制を構築することを基本とする。 

○令和８年度末までに、主に重症心身障害のある子どもを支援する児童発達支援事業所及び

放課後等デイサービス事業所を各市町村又は圏域に少なくとも１か所以上確保することを

基本とする。 

○令和８年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福

祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケ

ア児等に関するコーディネーターの配置を基本とする。 

 

【福知山市の方針】 

内 容 令和８年度末まで 

児童発達支援センターの設置数 
１か所 

（平成 25年度に設置） 

児童発達支援センターによる保育所等訪問支援の実施 
実施 

（平成 25年度より開始） 

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の整備 圏域内に１か所設置 

主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービスの整備 圏域内に１か所設置 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 
設置 

（令和２年度に設置） 

医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 
配置 

（平成 30年度に配置） 
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児童発達支援センターについては、障害の重度化、重複化及び多様化に対応する専門的機能

の強化を図り、各関係機関と連携を密にし、地域における中核的な支援機関として位置づけま

す。 

保育所等訪問支援の充実により、障害のある子どもの集団生活への適応への支援を受けられ

る施設を増やします。  
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２ 障害福祉サービス等の量の見込みとその確保についての方策 

（１）訪問系サービス 

■事業量の見込み 

サービス 単位 
第６期実績 

（令和５年度は見込） 
第７期見込 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

居宅介護 
時間/月 1,161 1,153 1,166 1,169 1,171 1,174 

人/月 88 94 102 110 118 127 

重度訪問介護 
時間/月 65 55 128 180 252 354 

人/月 2 2 3 4 5 6 

同行援護 
時間/月 134 365 328 513 803 1,256 

人/月 15 16 18 20 22 24 

行動援護 
時間/月 258 303 400 498 620 772 

人/月 16 29 35 52 77 113 

重度障害者等包括支援 
時間/月 0 0 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 0 0 

＊時間/月：月当たりのサービス提供時間（各年度３月分） 

人/月：月当たりの実利用人数（各年度３月分）     

■見込み量確保のための方策 

支援者が不足していることから、利用者のニーズに適切に応じるため、関係機関と連携しな

がら人材の確保や育成を目的に京都府北部において研修会の開催などに努めるとともに、市内

外の社会福祉法人等や介護保険の訪問介護事業所等に対し障害福祉サービス事業への参入を

促すなど、サービスの安定的な提供体制の確保に努めます。 
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（２）日中活動系サービス 

■事業量の見込み 

サービス 単位 
第６期実績 

（令和５年度は見込） 
第７期見込 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

生活介護 
人日/月 4,806 5,067 5,247 5,482 5,728 5,986 

人/月 232 234 246 253 261 269 

自立訓練（機能訓練） 
人日/月 0 0 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 0 0 

自立訓練（生活訓練） 
人日/月 2 31 0 31 31 31 

人/月 1 1 0 1 1 1 

就労選択支援 
人日/月 － － － 34 51 68 

人/月 － － － 2 3 4 

就労移行支援 
人日/月 68 61 69 70 70 71 

人/月 4 3 4 4 4 4 

就労継続支援（Ａ型） 
人日/月 821 969 886 920 956 993 

人/月 45 50 47 48 49 50 

就労継続支援（Ｂ型） 
人日/月 3,555 3,571 3,893 4,074 4,263 4,461 

人/月 195 198 211 219 228 237 

療養介護 人/月 14 15 14 14 14 14 

短期入所 
人日/月 267 319 320 350 384 420 

人/月 23 41 49 72 104 152 

就労定着支援 人/月 0 0 1 2 3 4 

＊人日/月：月当たりの延べ利用日数（各年度３月分） 

人/月：月当たりの実利用人数（各年度３月分）   

■見込み量確保のための方策 

引き続き、身近な地域で必要なサービスを利用できるよう、サービス提供体制の充実に努め

ます。 

就労支援については、福祉施設から一般就労への移行が円滑に推進できるように、障害者職

業センターや障害者就業・生活支援センター、相談支援事業所、地域自立支援協議会と連携し、

市内又は圏域でのサービス供給・相談支援体制のネットワークを強化し適切なサービスが提供

できるよう努めます。 

一般就労が困難な障害のある人等に対しては、就労機会の確保の観点から、障害者就労施設

と連携し、受注の確保や工賃引き上げに取り組みます。 

短期入所については、緊急時に対応できるようサービスの情報提供を行うなど、必要時に適

切なサービスが利用できるよう支援します。また、短期入所の定員増に向けての取組を推進し

ます。さらに、在宅の医療的ケアが必要な人が利用できる短期入所の実施について医療機関に

働きかけます。 
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（３）居住系サービス 

■事業量の見込み 

サービス 単位 
第６期実績 

（令和５年度は見込） 
第７期見込 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自立生活援助 人/月 0 0 0 1 1 1 

共同生活援助 人/月 94 97 106 113 120 127 

施設入所支援 人/月 104 103 103 103 102 102 

地域生活支援拠点等 人/年 － － 0 1 1 1 

■見込み量確保のための方策 

施設入所支援は、国の方針では地域生活への移行を推進していますが、障害の重度化や家族

の状況などにより、施設入所が必要な人には、引き続き入所できるように支援します。 

 

（４）相談支援 

■事業量の見込み 

サービス 単位 
第６期実績 

（令和５年度は見込） 
第７期見込 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

計画相談支援 人/月 65 99 72 76 80 84 

地域移行支援 人/月 0 0 0 1 1 1 

地域定着支援 人/月 0 0 0 1 1 1 

■見込み量確保のための方策 

市内外の社会福祉法人等や介護保険の居宅介護支援事業所等に対する相談支援事業への参

入や相談支援専門員の確保・育成を促し、実施事業所の充実に努めます。 

また、利用者に対してサービス内容の周知と利用促進を図ります。 

 

（５）発達障害者支援 

■事業量の見込み 

サービス 単位 
第６期実績 

（令和５年度は見込） 
第７期見込 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

ペアレントトレーニングやペ
アレントプログラム等の支援
プログラム等の受講者数（保
護者）及び実施者数（支援者） 

人/月 0 0 0 1 1 1 

ペアレントメンターの人数 人/月 3 3 3 4 4 4 

ピアサポート活動への参加人
数 

人/月 4 4 4 5 5 5 

■見込み量確保のための方策 

発達障害のある子どもの早期発見・早期支援のために、保護者等が子どもの発達障害の特性

を理解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応ができるよう、ペアレントプログラムや

ペアレントトレーニング等の支援体制の確保に努めます。  
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３ 地域生活支援事業の量の見込みとその確保についての方策 

地域生活支援事業は、障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、

地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施すること

で、障害のある人の福祉の増進を図ることを目的としています。 

地域生活支援事業には、法律上実施しなければならない事業（必須事業）と、市町村の判断に

より実施する事業（任意事業）とがあります。 

 

（１）必須事業 

■事業量の見込み 

サービス 単位 
第６期実績 

（令和５年度は見込） 
第７期見込 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

障害者相談支援事業 委託数 5 5 5 5 5 5 

基幹相談支援センター 設置 無 無 有 有 有 有 

基幹相談支援センター等
機能強化事業 

実施 無 無 有 有 有 有 

住宅入居等支援事業 実施 有 有 有 有 有 有 

成年後見制度利用支援事
業 

件/年 1 2 2 3 4 6 

成年後見制度法人後見支
援事業 

実施 有 有 有 有 有 有 

意思疎通支援事業（手話通
訳者・要約筆記者派遣） 

件/年 251 182 219 249 249 249 

意思疎通支援事業（手話通
訳者設置） 

人/年 1 0 0 1 1 1 

手話奉仕員養成研修事業 人/年 22 25 29 30 33 35 

移動支援事業 人/年 33 29 27 30 30 30 

地域活動支援センター 
か所 1 1 1 1 1 1 

人/年 30 32 18 21 24 27 

■見込み量確保のための方策 

成年後見制度利用支援事業については、成年後見センターと連携し必要な人に必要な支援が

届くよう努めます。 

意思疎通支援事業（手話通訳者・要約筆記者派遣）については、手話や要約筆記を必要とす

る人に派遣できるよう支援者の確保に努めます。 

意思疎通支援事業（手話通訳者設置）については、令和６年度以降は１人の設置を目指しま

す。 

手話奉仕員養成研修事業については、研修の啓発を行い奉仕員の確保に努めます。 

移動支援事業については、支援者の確保や提供体制の充実等に努めます。 

地域活動支援センター事業については、事業の啓発に努め利用の促進を図ります。 
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■事業量の見込み 

日常生活用具等給付事業 

サービス 単位 
第６期実績 

（令和５年度は見込） 
第７期見込 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

①介護・訓練支援用具 件/年 1 3 0 2 2 2 

②自立生活支援用具 件/年 9 6 2 6 6 6 

③在宅療養等支援用具 件/年 14 6 2 8 8 8 

④情報・意思疎通支援用具 件/年 11 17 5 11 11 11 

⑤排泄管理支援用具 件/年 2,093 2,096 2,272 2,367 2,466 2,570 

⑥居宅生活動作補助用具
（住宅改修費） 

件/年 
4 0 1 2 2 2 

■見込み量確保のための方策 

日常生活用具給付事業については、利用者のニーズを把握し、日常生活用具に関する情報提

供に努めます。また、障害の状態に応じた適切な給付を行い、利用の促進を図ります。 

 

（２）任意事業 

■事業量の見込み 

サービス 単位 
第６期実績 

（令和５年度は見込） 
第７期見込 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

訪問入浴サービス事業 人/年 12 9 8 10 10 10 

日中一時支援事業 人/年 76 77 64 73 73 73 

■見込み量確保のための方策 

訪問入浴サービス事業については、事業の啓発を行い必要とする人にサービスが提供できる

よう努めます。 

日中一時支援事業については、支援者の確保や提供体制の充実等に努めます。 
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４ 障害児支援サービス等の量の見込みとその確保についての方策 

■事業量の見込み 

サービス 単位 
第６期実績 

（令和５年度は見込） 
第７期見込 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

児童発達支援 
人日/月 417 418 427 432 437 442 

人/月 102 111 122 133 146 160 

放課後等デイサービス 
人日/月 1,089 1,195 1,159 1,196 1,233 1,273 

人/月 102 109 138 161 187 217 

保育所等訪問支援 
人日/月 9 13 16 21 28 38 

人/月 9 9 14 17 22 27 

居宅訪問型児童発達支援 
人日/月 0 0 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 0 0 

福祉型障害児入所施設医療型
障害児入所施設 

人日/月 0 0 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 0 0 

障害児相談支援 人/月 19 19 20 21 21 22 

市町村における医療的ケア児
等に対する関連分野の支援を
調整するコーディネーターの
配置人数 

人 3 5 5 6 6 6 

＊人日/月：月当たりの延べ利用日数（各月３月分） 

人/月：月当たりの実利用人数（各月３月分）   

■見込み量確保のための方策 

障害のある子どもに対する療育を実施している事業所や関係機関と連携し、身近な地域で専

門性の高い療育を提供できる体制の充実を図ります。 

保育所等訪問支援の充実により、児童発達支援センター、保育所や幼稚園、学校などが連携

した活動を推進します。 

放課後等デイサービスについては、多くの事業所で人材不足が恒常的になっていることから、

障害福祉人材の確保、定着に努めます。 

医療的ケアが必要な子どもに対して適切な支援が行えるよう、京都府等と連携し、医療的ケ

ア児等コーディネーター養成研修等受講者等の人材の確保・養成に努めます。 

障害児相談支援については、市内外の社会福祉法人等に対する相談支援事業への参入や相談

支援専門員の確保・育成を促し、支援体制の充実に努めます。 

 

 

  



 

 79 

第５章 計画の推進と評価 

１ 計画の推進体制 

（１）庁内関係部門との連携 

本計画で推進する各種施策は、福祉分野にとどまらず、保健、医療、教育、生活環境、労働、

人権など多岐に渡るため、関連施策をそれぞれの担当課が主体的に推進するとともに、庁内関連

部門との相互連携を図りながら、各種施策を推進します。 

 

（２）関係各機関との連携 

計画の実施にあたっては、ハローワークや特別支援学校など、国や京都府の機関、また、障害

のある人や障害者団体、社会福祉協議会、医師会、ボランティア団体、民生委員・児童委員など

と連携するとともに、施設の広域利用など、圏域内の近隣市町とも連携を図りながら、円滑な事

業の実施に努めます。 

 

（３）福知山市地域自立支援協議会との連携 

福知山市地域自立支援協議会において、適切なサービスの提供、充実を図り、地域での自立し

た生活を促進するため、計画の目標達成に向けた課題や施策の検討を行います。 

そのため、担当課は、協議会が検討を行ううえで、データの提供、調査など必要な支援を行い、

協議・連携を図るものとします。 

 

 

２ 計画の進行管理と評価 

計画の実効性を高め、効果的・効率的に事業を推進するには、計画を実行後にその成果を評価

し、次の改善へとつなげるため、「ＰＤＣＡサイクル」に基づいた計画の進行管理を進めていくこ

とが必要です。 

このため、本計画に基づく事業の実施状況や効果、課題などについて、毎年度、福知山市地域

自立支援協議会に報告し、進行管理を行い、今後の施策・活動に反映していきます。 
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計画 （Plan） 目標を設定し、目標達成に向けた活動を立案する 

実行 （Do） 計画に基づき、活動を実行する 

評価 （Check） 活動を実施した結果を把握・分析し、考察する 

改善 （Act） 考察に基づき、計画の目標、活動などを見直しする 

 

 

 

３ 計画の情報発信  

障害福祉サービスや各種障害のある人の支援制度、地域福祉活動など、さまざまなサービスや

制度の周知とあわせ、本計画について市民の理解を深めるため、広報やパンフレット、ホームペ

ージなどの媒体や出前講座の開催などを通じて、積極的に情報発信・広報活動を行っていきます。 

  

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

Plan 

Do Act 

Check 
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資 料 

１ 用語解説 
英

数

字 

110番アプリシステム 聴覚や言語に障害のある人が、スマートフォンなどを利用して、文

字や画像で警察へ通報可能なシステム。スマートフォンに専用のア

プリケーションプログラムをダウンロードし、氏名等を登録するこ

とで利用できる。 

FAX110番 聴覚や言語に障害のある人が、事件や事故に遭ったときにファクス

で警察へ通報ができる仕組み。 

FAX119 聴覚や言語に障害のある人が消防へファクスで、火災や救急の緊急

通報ができる仕組み。 

Net119 聴覚や言語に障害のある人が携帯電話からインターネットに接続

して、消防へ火災や救急の緊急通報ができる仕組み。 

ＳＳＴ（ソーシャルス

キルトレーニング） 

「社会生活技能訓練」、「生活技能訓練」などとも呼ばれる。対人関

係を中心とする社会生活技能のほか、服薬自己管理、症状自己管理

などの日常生活を円滑に送る技能を高める訓練。 

か 

行 
基幹相談支援センタ

ー 

地域における相談支援の拠点として総合的な相談業務や地域の相

談支援体制強化の取組等を行う。本市では、「福知山市障害者基幹相

談支援センター」という名称で令和５年４月に設置した。 

京都おもいやり駐車

場利用証制度 

身体障害のある人などに車いすマーク駐車場の利用証を交付し、優

先利用者をわかりやすく表示し、車いすマーク駐車場の適正な利用

を促進する京都府の制度。 

京都介護・福祉サービ

ス第三者評価等支援

機構 

介護・福祉サービスを提供する施設・事業所が、より良いサービス

提供のため第三者評価等の支援を行う機関。 

高次脳機能障害 頭部外傷、脳血管障害等による脳の損傷の後遺症として、記憶障害、

注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害が生じ、

日常生活・社会生活への適応が困難となる障害のこと。 

合理的配慮 個別の状況に応じて講じられるべき措置であり、例えば、乗り物へ

の乗車に当たっての手助けや、筆談・読上げ等の障害特性に応じた

コミュニケーション対応、段差の解消のための渡し板の提供等が考

えられる。 

さ 

行 
災害時ケアプラン（個

別避難計画） 

市区町村が策定の主体となり、福祉専門職、民生児童委員等の日常

の支援者及び地域住民と連携し、心身の状況や生活実態等に合わせ

た避難方法を事前に決めておく計画のこと。 

自主防災組織 地域住民が連携し自主的に防災活動を行う組織のことをいう。日ご

ろから地域での防災訓練を実施し、災害時には、救助・援護、避難

誘導など地域の被害を最小限に抑える活動を行う。 
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思春期スクリーニン

グ 

思春期を中心に顕在化する発達障害や子どもの困り感を発見し、適

切な支援につなげることで、不登校やひきこもり等の二次障害の予

防を図る取組。 

社会的障壁 障害のある人が社会生活を営む上で妨げとなる事物、制度、慣行、

観念その他一切のものをいう。 

障害児支援利用計画 障害児通所支援を利用する際に、解決すべき課題や支援方針、利用

するサービスなどが記載された計画書。 

手話言語 手話が言語であること。 

手話通訳者 身体障害者福祉の概要や手話通訳の役割・責務等について理解がで

き、手話通訳に必要な手話語彙、手話表現技術及び基本技術を習得

した人。都道府県等が実施する養成講習を修了し、登録試験に合格

し登録する必要がある。 

手話奉仕員 聴覚障害のある人との交流等において必要な日常会話程度の手話

表現技術を習得した人 

スクールサポーター 障害のある子どものために、学校等に配置され学習支援などを行

う。 

相談支援事業所 障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人か

らの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援

等を行う。 

た 

行 
地域型保育事業 保育所（原則 20人以上）より少人数の単位で、０～２歳の子どもを

保育する事業のこと。 

地域活動支援センタ

ー 

障害のある人に、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との

交流の促進等を行う日中活動の場。 

地域包括ケアシステ

ム 

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、住

まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるケアシス

テムのこと。 

地域包括支援センタ

ー 

高齢者の介護や生活に関する相談に応じ、サービスの紹介や調整、

権利擁護に関する支援（虐待の防止・早期発見）、高齢者支援ネット

ワークづくり、介護予防マネジメント等を行う。 

点訳奉仕員 点字を習得し、点訳に必要な技術等を習得した人 

トライアル雇用 ハローワーク等の紹介により、障害のある人を一定期間試行雇用

し、期間終了後に採用するかどうかを決める制度。事業主に対して

は助成金が支給される。 

な 

行 
認定こども園 幼稚園、保育所等のうち、保護者が働いている、いないに関わら

ず、就学前の子どもに幼児教育・保育を一体的に提供する機能と全

ての子育て家庭を対象に、地域における子育て支援を行う機能を持

つ施設のことをいいます。 

・１号認定：教育標準時間認定をいう。子どもが満３歳以上で、

幼稚園や認定こども園で教育を希望する場合。 
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・２号認定：満３歳以上の保育認定をいう。子どもが満３歳以上で、

「保育の必要な事由」に該当し、保育所や認定こども園で保育を希

望する場合。 

・３号認定：満３歳未満の保育認定をいう。子どもが満３歳未満で、

「保育の必要な事由」に該当し、保育所や認定こども園、小規模保

育所等で保育を希望する場合。 

ノーマライゼーショ

ン 

障害のある人もない人も共に生きる社会こそノーマルな社会であ

るとの考え方に基づき、そのような社会の実現に向けて条件を整え

る取組のこと。 

のびのび福知っ子就

学前発達支援事業 

子どもが自己肯定感をもって学校生活を送るために、就学までの時

期にもてる力を伸ばすことを支援するため、①４歳児クラス健診②

就学前スクリーニング③就学前サポート④発達障害に関する講演

会・研修会を実施している。 

は 

行 
ハザードマップ 台風や局地的豪雨などによる風水害や 

土砂災害、また地震が発生した場合に 

想定される被害やその範囲を示したもの。 

 

発達障害 発達障害は、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障

害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障

害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政

令で定めるもの」と定義されている（「発達障害者支援法」第２条）。 

バリアフリー 障害のある人が社会生活を送る上で障壁（バリア）となるものを除

去するという意味。段差等の物理的障壁の除去をいうことが多い

が、社会的、制度的、心理的な全ての障壁の除去という意味でも用

いられる。「社会的障壁の除去」とほぼ同義。 

ピアサポート活動 同じ悩みを持つ本人同士や発達障害の子どもを持つ保護者同士が

相談などを行う相互支援の取組。 

ヒアリングループ マイクの音声を、ループアンテナを通してシステムに対応している

補聴器や人工内耳に直接伝えることで、補聴器・人工内耳を使用し

ている人の聞こえをサポートする設備。 

避難行動要支援者名

簿 

災害対策基本法の定めにより、市が設定した要件（要介護３～５、

身体障害者手帳第１種所持者等）に基づき作成した名簿。災害時に

は本人の同意なく地域等に提供できる。 

ビブス 避難所で、障害のある人や 

支援者の存在が 

わかりやすいように 

着用するもの。 

福祉避難所 介護が必要な高齢者や障害のある人など、一般の避難所では生活に

支障がある人を受け入れる施設。本市では、高齢者施設 12か所、障

害者施設５か所を指定している。 
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福祉有償運送 NPO、公益法人、社会福祉法人等が、要介護認定者や障害のある人な

どで、単独でタクシーその他の公共交通機関を使用して移動するこ

とが困難な人を対象に、乗車定員 11 人未満の自家用自動車を使用

して行う会員登録性の個別輸送サービスのこと。 

ヘルプマーク 

 

 

 

 

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠して

いる方など、外見からは分からなくても、援助が必要な方々が、周

囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで援助を受け

やすくなるよう、作成されたマークのこと。ヘルプマークの赤は支

援を必要としていること、ハートは相手にヘルプする気持ちを持っ

ていただくという意味を含む。 

ペアレントプログラ

ム 

子どもや保護者について「行動」で把握することで、保護者の認知

的な枠組みを修正していくことを目的にした簡易的なプログラム

のこと。 

ペアレントトレーニ

ング 

保護者や養育者を対象に、行動理論をベースとして環境調整や子ど

もへの肯定的な働きかけをロールプレイやホームワーク（宿題、自

宅での課題）を通して学び、保護者や養育者のかかわり方や心理的

なストレスの改善、子どもの適切な行動を促し、不適切な行動の改

善を目指す家族支援のアプローチのこと。 

ペアレントメンター 自らも発達障害の子どもの子育てを経験し、研修などを受け専門的

知識を持ち、同じ親の立場から子育ての相談支援等を行う保護者の

こと。 

防災アプリ「福知山防

災」 

市が配信する防災情報を文字、音声両方で何度でも確認できるアプ

リケーション・ソフトウェア。パソコンやスマートフォンに対応し

ている。 

ま 

行 
耳マーク 聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人、 

聞こえにくい人への配慮を表すマーク。 

 

メール 110 番 聴覚や言語に障害のある人が、事件や事故に遭ったときに携帯電話

やパソコン等からインターネットに接続して「文字対話方式」（チャ

ット）で通報ができる仕組み。 

や 

行 
要約筆記者 身体障害者福祉の概要や要約筆記の役割・責務等について理解がで

き、要約筆記に必要な要約技術及び基本技術を習得した人。都道府

県等が実施する養成講習を修了し、登録試験に合格し登録する必要

がある。 

ユニバーサルデザイ

ン 

特定の年齢・性別・国籍・心身状態や障害の有無などに関わらず、

全ての人が利用しやすいように製品や建物、情報などを設計するこ

と。又は、そうしてつくられたものをいう。 

ら 

行 

朗読ボランティア 視覚障害のある人に対し、文字情報を朗読音声情報として伝えるた

めに必要な技術等を習得した人 
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≪障害福祉サービス等≫ 

訪問系サービス 

居宅介護 自宅で入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事援助

のほか、通院等の介助を行います。 

重度訪問介護 重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で介護や家事援助を

行います。また、外出時の移動中の介護を総合的に行います。 

同行援護 
視覚に障害がある人の外出時に同行し、移動に必要な情報を提供（代

筆・代読を含む）するとともに、外出時の支援を行います。 

行動援護 
知的障害や精神障害があり、行動が困難で常に介護が必要な人に、

行動する際に必要な支援や外出時の移動中の介護を行います。 

重度障害者等包括支援 
常に介護が必要で重度の障害がある人に、居宅介護などのサービスを

包括的に提供します。 

日中活動系サービス 

生活介護 常に介護が必要な人に、主として昼間において、施設で介護や家事

援助を行い、創作的活動や生産活動の機会を提供します。 

自立訓練（機能訓練） 

自立訓練（生活訓練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能

又は生活能力の維持向上などのために、理学療法、作業療法、その他

必要なリハビリテーション、生活に関する相談・助言やその他必要な

支援を行います。 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力

の維持向上などのために、食事・入浴・排泄などに関する必要な訓練、

生活に関する相談・助言やその他必要な支援を行います。 

就労移行支援 
一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知

識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労継続支援 

（Ａ型（雇用型）） 

企業などに就労することが困難な人に、雇用契約に基づき、生産活

動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の

向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行い、一般就労を目

指します。 

就労継続支援 

（Ｂ型（非雇用型）） 

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある

人に対し、雇用契約に基づかないで、生産活動などの機会の提供、知

識及び能力の向上のために必要な訓練などを行います。 

就労定着支援 
一般就労している障害のある人が職場に定着できるよう、生活面を

含め、相談や連絡調整など、課題解決に向けて必要となる支援を行い

ます。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の

管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 

短期入所 

（福祉型／医療型） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設な

どで、入浴、排泄、食事の介護などを行います。 

障害支援区分が区分 1 以上である障害のある人などに対して障害者

支援施設などにおいて実施するものを福祉型、重度の障害のある人な

どに対して病院、診療所、介護老人保健施設において実施するものを

医療型と呼びます。 

居住系サービス 

共同生活援助 

（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行

います。 
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施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護などを行

います。 

自立生活援助 施設やグループホームを利用していた障害のある人で一人暮らしを

する人に対して、定期的な訪問を行い、生活面での課題はないか、体

調に変化はないかなどについて確認を行い、必要な助言や医療機関な

どとの連絡調整を行います。 

相談支援 

計画相談支援 障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービ

ス利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。 

地域移行支援 障害者支援施設や精神科病院に入所・入院している障害のある人に、

地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出時の同行支援、

住居確保、関係機関との調整などを行います。 

地域定着支援 地域生活へ移行した後の地域への定着、現に地域で生活している障

害のある人がそのまま住み慣れた地域で生活できるように、連絡体制

を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 

 

≪地域生活支援事業≫ 

障害者相談支援事業 障害のある人やその保護者、介護者等からの相談に応じ、必要な情

報の提供や権利擁護のための援助を行うとともに、施設入所等から地

域生活への移行の支援等を行います。 

基幹相談支援センター 地域の相談支援の拠点として、支援困難事例への対応や成年後見制

度の普及・利用促進を行うとともに相談支援事業者への助言等、総合

的かつ専門的な支援を行います。 

基幹相談支援センター

等機能強化事業 

相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支援

事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門職を基幹相談支

援センター等に配置したり、相談支援事業所等に対する専門的な指導・

助言、情報収集・提供、人材育成の支援、地域移行に向けた取り組み等

を実施したりします。 

住宅入居等支援事業 一般の賃貸住宅への入居に支援が必要な障害のある人等に、入居契

約の手続きの支援や生活上の課題に対して関係機関から必要な支援を

受けられるよう調整を行います。 

成年後見制度利用支援
事業 

知的及び精神障害等で判断能力が不十分である一定の要件に該当す

る人に対し、成年後見制度の利用を支援するための費用を助成します。 

意思疎通支援事業 意思疎通を図ることに支障がある障害のある人などに対して、手話

通訳者、要約筆記者を派遣する事業や、手話通訳者を設置する事業な

どを実施し、他者との意思疎通の支援を行います。 

日常生活用具給付事業 

 

障害のある人に、日常生活上の便宜を図るための用具を給付します。 

・介護・訓練支援用具：特殊寝台、特殊マット、訓練用いす、訓練用ベ

ッド等 

・自立生活支援用具：入浴補助用具、特殊便器、聴覚障害者用屋内信

号装置等  

・在宅療養等支援用具：電気式たん吸引器、盲人用体温計、透析液加

温器等 

・情報・意思疎通支援用具：点字器、人工喉頭、聴覚障害者用情報受信

装置等 
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・排せつ管理支援用具：ストーマ装具、紙おむつ、収尿器等 

・居宅生活動作補助用具（住宅改修費）：障害のある人の移動等を円滑

にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの 

手話奉仕員養成研修事
業 

日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成するため

の研修を実施します。 

移動支援事業 屋外での移動が困難な障害のある人に、外出のための支援を行いま

す。 

地域活動支援センター 障害のある人に、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との

交流の促進等を行います。 

訪問入浴サービス事業 訪問により居宅において入浴サービスを提供することにより、身体

障害のある人の身体の清潔の保持や心身機能の維持を図ります。 

日中一時支援事業 障害のある人の日中活動の場を確保するとともに、家族の就労支援

や一時的な家族の休息の確保を行い、障害のある人に対して必要な支

援を行います。 

 

≪障害児通所支援等≫ 

地域型保育事業 保育所（原則 20人以上）より少人数の単位で、０～２歳の子どもを

保育する事業のこと。 

児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活

への適応訓練などの支援を行います。 

医療型児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活

への適応訓練などの支援と治療を行います。 

放課後等デイサービス 学校の授業終了後や学校の休校日に、児童発達支援センター等の施

設に通い、生活能力向上のために必要な訓練や、社会との交流の促進

などの支援を行います。 

保育所等訪問支援 保育所などを現在利用中の障害のある子ども（今後利用予定も含む）

が、保育所などにおける集団生活に適応するための専門的な支援を必

要とする場合、その本人及び保育所などのスタッフに対し、集団生活

に適応するための訓練や支援方法の指導などの支援を行います。 

居宅訪問型児童発達支
援 

重度の障害などの状態にある障害のある子どもであって、障害児通

所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害のある子ど

もに発達支援が提供できるよう、障害のある子どもの居宅を訪問して

発達支援を行います。 

障害児相談支援 障害のある子どもが障害児通所支援の申請前の相談や申請をすると

きの支援、障害児通所支援利用計画の作成、サービス提供事業所との

連絡調整などを行います。 

医療的ケア児に対する

関連分野の支援を調整

するコーディネーター

の設置  

医療技術の進歩などを背景として増加する医療的ケアが必要な子ど

もが、必要な支援を円滑に受けることができるよう、保健、医療、福祉

などの関連分野の連絡調整を行うための体制整備に努めます。 
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２ 福知山市地域自立支援協議会設置要綱 
 

(目的) 

第 1条 この要綱は、関係機関と連携を取りながら、障害者の生活を支える相談支援事業をはじめ

とするシステム作りについて中核的役割を果たし、障害福祉サービス及び地域生活支援事業の提供

体制を確保するための福知山市障害福祉計画及び福知山市新障害者計画の策定に関する協議、進捗

状況の確認及び評価を行なう福知山市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)について定め

ることを目的とする。 

(組織) 

第 2条 協議会は、委員 30人以内で組織する。 

2 委員は、学識経験を有する者、保健・福祉関係者、各種団体の代表者等のうちから市長が委嘱す

る。 

(任期) 

第 3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。 

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第 4条 協議会に会長及び副会長 1人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第 5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

(部会) 

第 6条 会長は、専門の事項を調査審議する必要があるときは、協議会に部会を置くことができる。 

(関係者の出席) 

第 7条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴く

ことができる。 

(庶務) 

第 8条 協議会の庶務は、福祉保健部障害者福祉課において処理する。 

(委任) 

第 9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って

定める。 

 

附 則 

(施行期日) 
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1 この告示は、平成 18年 4月 1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第 3 条第 1 項の規定にかか

わらず、平成 19年 3月 31日までとする。 

前 文(平成 19年 7月 30日告示第 72号)抄 

平成 19年 8月 1日から施行する。 

前 文(平成 21年 3月 31日告示第 179号)抄 

平成 21年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 25年 3月 29日告示第 261号) 

この告示は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 28年 4月 1日告示第 21号) 

この告示は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 29年 3月 31日告示第 221号) 

この告示は、平成 29年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 30年 3月 30日告示第 179号) 

この告示は、平成 30年 4月 1日から施行する。 
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３ 福知山市地域自立支援協議会委員（障害者計画策定委員）名簿 
 

 氏 名 所  属 備 考 

会 長 廣田 真 一般社団法人 福知山民間社会福祉施設連絡協議会  

副会長 志水 正高 地域生活支援センターふきのとう  

委員 

田中 晴幸 福知山市身体障害者団体連合会  

田中 愛子 福知山障害児(者)親の会  

梅澤 マサ代 福知山あおば会  

君塚 昌俊 一般社団法人 福知山民間社会福祉施設連絡協議会  

山本 実 一般社団法人 福知山民間社会福祉施設連絡協議会  

藪見 ひづる 
一般社団法人 福知山民間社会福祉施設連絡協議会 

R4 

芦田 洋 R5 

大槻 秀憲 もみじヶ丘病院  

民部 優子 福知山市障害者生活支援センター『青空』  

吉田 浩人 生活サポートセンターとも  

上原 裕一 
福知山市障がい児・者 地域・家庭相談支援センタ

ーてくてく 
 

西垣 哲哉 一般社団法人 福知山医師会  

有牛 悠希生 福知山商工会議所  

小谷 充茂 
一般社団法人 長田野工業センター 

R4 

嵯峨根 正和 R5 

堀 千佳子 福知山公共職業安定所  

石川 郁代 京都府立福知山高等技術専門校  

原田 寿樹 京都府中丹西保健所  

丸山 粛 
京都府立中丹支援学校 

R4 

後野 雄一郎 R5 

田中 悟 社会福祉法人 福知山市社会福祉協議会  

鎌田 玲子 
福知山市民生児童委員連盟 

R4 

蒲 たま美 R5 

山口 秀樹 福知山市身体障害者団体連合会  

児島 智子 福知山障害児(者)親の会  

大槻 誠悟 あおば会  

伊東 伸 株式会社ぱんきっず  

星 雅丈 福知山公立大学  

松本 清香 市民公募  

 大濱 綾子 市民公募  

（敬称略） 
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４ 計画の策定経過 

年月日 会議等 主な内容 

令和４年 11月 10日 

令和４年度 第１回 

福知山市 

障害者計画策定委員会 

・障害者計画等の策定スケジュールについ

て 

・障害のある人の生活と福祉に関する調査

の実施について 

・法人・事業所アンケート調査及びヒアリン

グ調査の実施について 

令和４年 12月３日 

～ 

令和 4年 12月 23日 

障害のある人の生活と 

福祉に関する調査の実施 

・障害者手帳等所持者 1,500人に対し、郵送

によりアンケート調査票を配布・回収（WEB

回答あり） 

令和４年 12月 20日 

～ 

令和５年 1月 13日 

障害者計画策定に係る 

法人・事業所調査の実施 

・障害福祉サービス等に関するニーズや事

業所の体制等を把握するために調査を実

施 

令和５年２月 22日 

令和４年度 第２回 

福知山市 

障害者計画策定委員会 

・福知山市障害者計画、第７期福知山市障害

福祉計画及び第３期福知山市障害児福祉

計画策定のための調査報告について 

・障害のある人の生活と福祉に関する調査

結果に係る意見交換 

・障害者計画策定に係る今後のスケジュー

ルについて 

令和５年 10月 31日 

令和５年度 第１回 

福知山市 

障害者計画策定委員会 

・障害者計画等の構成について 

・障害者計画における施策体系について 

・アンケート調査や取組の実績から見る障

害福祉にかかわる本市の課題について 

・障害者福祉計画及び障害児福祉計画の施

策の目標及び見込みについて 

令和５年 11月 30日 

令和５年度 第２回 

福知山市 

障害者計画策定委員会 

・障害者計画等の素案について 

令和５年 12月 26日 

     ～ 

令和６年１月 25日 

パブリックコメントの実施 
・市役所での閲覧や市のホームページに掲

載し意見を募集 

令和６年２月 27日 

令和５年度 第３回 

福知山市 

障害者計画策定委員会 

・障害者計画等の最終案について 
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福知山市障害者福祉計画 

第７期福知山市障害福祉計画 

第３期福知山市障害児福祉計画 
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